
令和６年和泉市議会第１回定例会議案書（条例案）目次 

種別及び番号 件                                            名 摘    要 

議案第１０号 和泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について Ｐ． ２ 

議案第１１号 和泉市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定について Ｐ． ８ 

議案第１２号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．１１ 

議案第１３号 和泉市任期付市費負担教育職員の給与等の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．１３ 

議案第１４号 和泉市手数料条例及び和泉市建築基準法施行条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．２２ 

議案第１５号 和泉市手数料条例の一部を改正する条例制定について（宅地造成及び特定盛土等規制法関係） Ｐ．３１ 

議案第１６号 和泉市手数料条例の一部を改正する条例制定について（消防法等関係） Ｐ．４４ 

議案第１７号 和泉市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．４９ 

議案第１８号 和泉市介護保険条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．７６ 

議案第２２号 
和泉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について 
Ｐ．８５ 

議案第２３号 和泉市公文書の管理等に関する条例制定について Ｐ．８８ 

議案第２５号 
和泉市水道事業、公共下水道事業及び公共浄化槽事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定

について 
Ｐ．１０４ 

議案第２６号 和泉市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．１０６ 

議案第２７号 和泉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．１０８ 

議案第３２号 和泉市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．１１２ 

議案第３３号 
和泉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例制定について 
Ｐ．１１５ 

議案第３４号 和泉市いずみの国歴史館条例の一部を改正する条例制定について Ｐ．１１９ 

 



議案第 １０ 号 

 

   和泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について 

 

 和泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の改正に伴い、会計年度任用職員に対し勤勉手当を支給できるよう所要の措置を講ずる必要があ

る。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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和泉市条例第   号 

 

   和泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（案） 

 

 （和泉市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 和泉市職員の給与に関する条例（昭和３８年和泉市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （職員の給与の種類） 

第３条 略 

２ 法令又は条例に特に定める場合を除き、次の各号に掲げる職員に

は、当該各号に定める手当を支給しない。 

（１）略 

（２）会計年度フルタイム勤務職員 扶養手当及び住居手当 

 

３ 第１項の規定にかかわらず、会計年度短時間勤務職員には、報酬、

期末手当、勤勉手当及び費用弁償を支給する。 

  

 （職員の給与の種類） 

第３条 略 

２ 法令又は条例に特に定める場合を除き、次の各号に掲げる職員に

は、当該各号に定める手当を支給しない。 

（１）略 

（２）会計年度フルタイム勤務職員 扶養手当、住居手当及び勤勉手

当 

３ 第１項の規定にかかわらず、会計年度短時間勤務職員には、報酬、

期末手当及び費用弁償を支給する。 

  

 （和泉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 和泉市職員の育児休業等に関する条例（平成４年和泉市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 
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新 旧 

 （育児休業をしている職員の期末手当等の支給） 

第６条 略 

２ 給与条例第２６条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休

業をしている職員のうち、基準日以前６箇月以内の期間において勤

務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給す

る。 

 

 （育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） 

第７条 育児休業をした職員（地方公務員法第２２条の２第１項に規

定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）を

除く。）が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要

があると認められるときは、その育児休業の期間を１００分の１０

０以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したもの

とみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職

員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、

昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。 

  

 （育児休業をしている職員の期末手当等の支給） 

第６条 略 

２ 給与条例第２６条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休

業をしている職員（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会

計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）を除く。）

のうち、基準日以前６箇月以内の期間において勤務した期間がある

職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

 （育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） 

第７条 育児休業をした職員（会計年度任用職員を除く。）が職務に

復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められ

るときは、その育児休業の期間を１００分の１００以下の換算率に

より換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職

務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日

として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じ

てその者の号給を調整することができる。 

 

  

 （和泉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 和泉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４４年和泉市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 
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新 旧 

 （給与の種類） 

第２条 略 

２、３ 略 

４ 法令又は条例に特に定める場合を除き、次の各号に掲げる職員に

は、当該各号に定める手当を支給しない。 

（１）略 

（２）地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる常勤の会計年

度任用職員 扶養手当及び住居手当 

（３）地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる短時間勤務の

会計年度任用職員 地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末

手当及び勤勉手当以外の手当 

 （勤勉手当） 

第１３条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条におい

て、これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に

対し、管理者が定める期間におけるその者の勤務成績に応じて支給

する。会計年度任用職員以外の職員に限り、これらの基準日前１箇

月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。 

  

 （給与の種類） 

第２条 略 

２、３ 略 

４ 法令又は条例に特に定める場合を除き、次の各号に掲げる職員に

は、当該各号に定める手当を支給しない。 

（１）略 

（２）地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる常勤の会計年

度任用職員 扶養手当、住居手当及び勤勉手当 

（３）地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる短時間勤務の

会計年度任用職員 地域手当、通勤手当、時間外勤務手当及び期

末手当以外の手当 

 （勤勉手当） 

第１３条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条におい

て、これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に

対し、管理者が定める期間におけるその者の勤務成績に応じて支給

する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員に

ついても、同様とする。 

  

 （和泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 和泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和５年和泉市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 
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  第２条の表（和泉市職員の給与に関する条例第２６条の改正規定に係る部分に限る。）を次のように改める。 

新 旧 

 （勤勉手当） 

第２６条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条におい

てこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員（会

計年度短時間勤務職員のうち外国語指導助手及び週当たりの勤務

時間が１５時間３０分未満の職員を除く。）に対し、任命権者が定

める期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から

起算して３０日を超えない範囲内において市長が別に定める日に

支給する。会計年度任用職員以外の職員に限り、これらの基準日前

１箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、国家公務員の

例に準じて同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて

得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、

次に掲げる額の合計額を超えてはならない。 

（１）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員、

会計年度任用職員又は臨時的任用職員以外の職員 当該職員の

勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、

若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しく

は失職し、又は死亡した日現在。以下次号において同じ。）にお

いて受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に１００

 （勤勉手当） 

第２６条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条におい

てこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対

し、任命権者が定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、そ

れぞれ基準日から起算して３０日を超えない範囲内において市長

が別に定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職

し、又は死亡した職員についても、国家公務員の例に準じて同様と

する。 

 

 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて

得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、

次に掲げる額の合計額を超えてはならない。 

（１）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員又

は臨時的任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当

該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職し、又

は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡

した日現在。以下次号において同じ。）において受けるべき扶養

手当の月額の合計額を加算した額に、６月に支給する場合におい
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新 旧 

分の１０２．５を乗じて得た額の総額 

 

（２）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員、

会計年度任用職員又は臨時的任用職員 当該職員の勤勉手当基

礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき

扶養手当の月額の合計額を加算した額に１００分の４８．７５を

乗じて得た額の総額 

 

３ 第２５条第４項及び同条第５項の規定は、前項の勤勉手当基礎額

について準用する。この場合において、同条第４項中「及び扶養手

当の月額並びにこれらに対する地域手当」とあるのは「の月額及び

これに対する地域手当」と、同条第５項中「前項」とあるのは「第

２６条第３項において準用する前項」と読み替えるものとする。 

 

 

４ 略 

  

ては１００分の１００、１２月に支給する場合においては１００

分の１０５を乗じて得た額の総額 

（２）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員又

は臨時的任用職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそ

れぞれその基準日現在において受けるべき扶養手当の月額の合

計額を加算した額に、６月に支給する場合においては１００分の

４７．５、１２月に支給する場合においては１００分の５０を乗

じて得た額の総額 

３ 第２５条第４項及び同条第５項の規定は、前項の勤勉手当基礎額

について準用する。この場合において、同条第４項中「及び扶養手

当の月額並びにこれらに対する地域手当」とあるのは「の月額及び

これに対する地域手当」と、「月額の合計額（会計年度短時間勤務

職員の場合は、報酬月額）」とあるのは「月額の合計額」と、同条

第５項中「前項」とあるのは「第２６条第３項において準用する前

項」と読み替えるものとする。 

４ 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第４条の規定は、公布の日から施行する。 
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議案第 １１ 号 

 

   和泉市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定について 

 

 和泉市附属機関に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由  

 健康増進計画及び食育推進計画を一体的に策定するため、和泉市食育推進計画検討委員会を和泉市健康増進計画検討委員会に統合すると

ともに、所定の役割を終えた和泉市子どもの読書活動推進計画策定委員会を廃止するほか、本市が推進すべき施策に関する調査、審議等を

行うため、和泉市部活動地域移行計画策定委員会及び和泉市久保惣記念美術館運営ビジョン策定委員会を設置する必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 

 

 

8



和泉市条例第   号 

 

   和泉市附属機関に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

 和泉市附属機関に関する条例（昭和３２年和泉市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （設置） 

第１条 法律に定めがあるもの又は別に条例に定めるものを除くほ

か、市が設置する執行機関の附属機関を次のとおりとする。 

（１）市長の附属機関 

名称 担任する事務 

（中略） 

和泉市健康増進計画・和泉市

食育推進計画検討委員会 

健康増進計画及び食育推進計画に

係る調査審議に関すること。 

和泉市予防接種健康被害調

査対策委員会 

 

 

略 

（以下略） 

（２）教育委員会の附属機関 

 （設置） 

第１条 法律に定めがあるもの又は別に条例に定めるものを除くほ

か、市が設置する執行機関の附属機関を次のとおりとする。 

（１）市長の附属機関 

名称 担任する事務 

（中略） 

和泉市健康増進計画検討委

員会 

健康増進計画に係る調査審議に関

すること。 

和泉市予防接種健康被害調

査対策委員会 

略 

和泉市食育推進計画検討委

員会 

食育推進計画に係る調査審議に関

すること。 

（以下略） 

（２）教育委員会の附属機関 
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新 旧 

名称 担任する事務 

（中略） 

和泉市生涯学習推進プラ

ン・和泉市スポーツ推進基

本計画策定委員会 

略 

和泉市部活動地域移行計画

策定委員会 

 

 

 

部活動地域移行計画の策定に係る

調査審議に関すること。 

和泉市子どもの読書活動推

進協議会 

略 

和泉市久保惣記念美術館運

営ビジョン策定委員会 

久保惣記念美術館運営ビジョンの

策定に係る調査審議に関するこ

と。 

  

名称 担任する事務 

（中略） 

和泉市生涯学習推進プラ

ン・和泉市スポーツ推進基

本計画策定委員会 

 

 

略 

和泉市子どもの読書活動推

進計画策定委員会 

子どもの読書活動推進計画策定の

ための調査及び計画の策定に関す

ること。 

和泉市子どもの読書活動推

進協議会 

 

 

 

略 

 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第 １２ 号 

 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について 

 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由 

 いじめ防止対策委員会及びいじめ問題再調査委員会について、活動の実態に応じた報酬額に変更する必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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和泉市条例第   号 

 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年和泉市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

別表（第２条関係） 

略 

備考 

１～４ 略 

５ いじめ防止対策委員会委員長、いじめ防止対策委員会委員、

いじめ問題再調査委員会委員長及びいじめ問題再調査委員会

委員が、日額により難い場合として任命権者が認める特別な勤

務に従事したときの報酬の額にあっては、時間額１１，０００

円とする。 

  

別表（第２条関係） 

略 

備考 

１～４ 略 

 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第 １３ 号 

 

   和泉市任期付市費負担教育職員の給与等の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について 

 

 和泉市任期付市費負担教育職員の給与等の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由 

 府費負担教育職員との均衡を図るため、市費負担教育職員の給料月額について所要の措置を講ずる必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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和泉市条例第   号 

 

   和泉市任期付市費負担教育職員の給与等の特例に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

 和泉市任期付市費負担教育職員の給与等の特例に関する条例（令和５年和泉市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （期末手当の特例） 

第７条 市費負担教育職員に係る給与条例第２５条第３項の規定の

適用については、同項中「１００分の６８．７５」とあるのは「１

００分の１２２．５」とする。 

 （勤勉手当の特例） 

第８条 市費負担教育職員に係る給与条例第２６条第２項第２号の

規定の適用については、同号中「１００分の４８．７５」とあるの

は「１００分の１０２．５」とする。 

  

 （期末手当の特例） 

第７条 市費負担教育職員に係る給与条例第２５条第３項の規定の

適用については、同項中「１００分の６７．５」とあるのは「１０

０分の１２０」とする。 

 （勤勉手当の特例） 

第８条 市費負担教育職員に係る給与条例第２６条第２項第２号の

規定の適用については、同号中「１００分の４７．５」とあるのは

「１００分の１００」とする。 

  

 別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

  市費負担教育職員給料表 

号給 給料月額 
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１ 

円 

１７８，３００ 

２ １７９，８００ 

３ １８１，３００ 

４ １８２，８００ 

５ １８４，５００ 

６ １８６，４００ 

７ １８８，２００ 

８ １９０，０００ 

９ １９１，７００ 

１０ １９３，７００ 

１１ １９５，７００ 

１２ １９７，５００ 

１３ １９９，２００ 

１４ ２０１，３００ 

１５ ２０３，３００ 

１６ ２０５，４００ 

１７ ２０７，４００ 

１８ ２１０，０００ 

１９ ２１２，３００ 

２０ ２１４，６００ 
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２１ ２１７，０００ 

２２ ２１８，６００ 

２３ ２２０，０００ 

２４ ２２１，６００ 

２５ ２２２，９００ 

２６ ２２３，６００ 

２７ ２２４，３００ 

２８ ２２５，０００ 

２９ ２２５，８００ 

３０ ２２６，９００ 

３１ ２２８，７００ 

３２ ２３０，５００ 

３３ ２３１，８００ 

３４ ２３３，６００ 

３５ ２３５，４００ 

３６ ２３７，０００ 

３７ ２３７，７００ 

３８ ２３９，３００ 

３９ ２４０，９００ 

４０ ２４２，５００ 

４１ ２４４，１００ 
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４２ ２４５，４００ 

４３ ２４６，６００ 

４４ ２４７，９００ 

４５ ２４８，５００ 

４６ ２４９，９００ 

４７ ２５１，４００ 

４８ ２５２，９００ 

４９ ２５４，１００ 

５０ ２５５，３００ 

５１ ２５６，４００ 

５２ ２５７，３００ 

５３ ２５８，０００ 

５４ ２５９，２００ 

５５ ２６０，３００ 

５６ ２６１，４００ 

５７ ２６２，２００ 

５８ ２６３，２００ 

５９ ２６４，１００ 

６０ ２６５，０００ 

６１ ２６５，９００ 

６２ ２６７，０００ 
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６３ ２６８，０００ 

６４ ２６９，０００ 

６５ ２６９，７００ 

６６ ２７０，９００ 

６７ ２７２，１００ 

６８ ２７３，３００ 

６９ ２７４，４００ 

７０ ２７５，５００ 

７１ ２７６，７００ 

７２ ２７７，９００ 

７３ ２７８，６００ 

７４ ２７９，８００ 

７５ ２８１，０００ 

７６ ２８２，２００ 

７７ ２８３，４００ 

７８ ２８４，５００ 

７９ ２８５，５００ 

８０ ２８６，５００ 

８１ ２８７，５００ 

８２ ２８８，６００ 

８３ ２８９，７００ 
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８４ ２９０，８００ 

８５ ２９１，６００ 

８６ ２９２，６００ 

８７ ２９３，６００ 

８８ ２９４，６００ 

８９ ２９５，４００ 

９０ ２９６，３００ 

９１ ２９７，２００ 

９２ ２９８，１００ 

９３ ２９８，５００ 

９４ ２９９，３００ 

９５ ３００，１００ 

９６ ３００，９００ 

９７ ３０１，８００ 

９８ ３０２，６００ 

９９ ３０３，４００ 

１００ ３０４，２００ 

１０１ ３０５，０００ 

１０２ ３０５，５００ 

１０３ ３０６，０００ 

１０４ ３０６，４００ 
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１０５ ３０６，６００ 

１０６ ３０６，８００ 

１０７ ３０７，１００ 

１０８ ３０７，３００ 

１０９ ３０７，５００ 

１１０ ３０７，８００ 

１１１ ３０８，０００ 

１１２ ３０８，３００ 

１１３ ３０８，５００ 

１１４ ３０８，８００ 

１１５ ３０９，１００ 

１１６ ３０９，４００ 

１１７ ３０９，６００ 

１１８ ３０９，９００ 

１１９ ３１０，２００ 

１２０ ３１０，４００ 

１２１ ３１０，６００ 

１２２ ３１０，８００ 

１２３ ３１１，０００ 

１２４ ３１１，２００ 

１２５ ３１１，４００ 

20



 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第 １４ 号 

 

   和泉市手数料条例及び和泉市建築基準法施行条例の一部を改正する条例制定について 

 

 和泉市手数料条例及び和泉市建築基準法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由 

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第６９号）及

び脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令

の整備等に関する政令（令和５年政令第２８０号）の施行に伴い、新たな手数料の区分を定めるほか、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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和泉市条例第   号 

 

   和泉市手数料条例及び和泉市建築基準法施行条例の一部を改正する条例（案） 

 

 （和泉市手数料条例の一部改正） 

第１条 和泉市手数料条例（昭和３１年和泉市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （種類及び金額） 

第２条 手数料の種類及び金額は、別に定めがあるもののほか、次の

とおりとする。 

（１）～（１７）の８ 略 

（１７）の９ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

（平成２７年法律第５３号。以下この号及び第１７号の１４にお

いて「法」という。）第１２条第１項又は第１３条第２項の規定

による判定（次号、別表第２の１４及び別表第２の１５において

「判定」という。）申請 １件（次のいずれかの１の建築物ごと

に１件とする。次号及び第１７号の１１において同じ。）につき

別表第２の１４の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に定める額 

  ア、イ 略 

 （種類及び金額） 

第２条 手数料の種類及び金額は、別に定めがあるもののほか、次の

とおりとする。 

（１）～（１７）の８ 略 

（１７）の９ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平

成２７年法律第５３号。以下この号及び第１７号の１４において

「法」という。）第１２条第１項又は第１３条第２項の規定によ

る判定（次号、別表第２の１４及び別表第２の１５において「判

定」という。）申請 １件（次のいずれかの１の建築物ごとに１

件とする。次号及び第１７号の１１において同じ。）につき別表

第２の１４の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定

める額 

  ア、イ 略 

23



新 旧 

（１７）の１０ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

（以下この号において「法」という。）第１２条第２項又は第１

３条第３項の規定による非住宅部分に係る部分の変更を含む変更

の判定（以下この号、別表第２の１４及び別表第２の１５におい

て「変更の判定」という。）申請 １件につき別表第２の１５（変

更の判定を受けようとする建築物エネルギー消費性能確保計画

（法１２条第１項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画

をいう。以下この号において同じ。）に係る評価方法（建築物エ

ネルギー消費性能確保計画が、法第２条第１項第３号に規定する

建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを評価する方

法をいう。以下この号、別表第２の１４及び別表第２の１５にお

いて同じ。）が、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の直近

の判定又は変更の判定（以下この号及び別表第２の１４において

「判定等」という。）に係る評価方法と同一でないもの又は判定

等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに係る場

合（認定を受けた他の建築物の場合を除く。）は、別表第２の１

４）の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額 

（１７）の１１ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

施行規則（平成２８年国土交通省令第５号）第１１条に規定する

書面の交付 １件につき別表第２の１５の中欄に掲げる区分に応

（１７）の１０ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以

下この号において「法」という。）第１２条第２項又は第１３条

第３項の規定による非住宅部分に係る部分の変更を含む変更の判

定（以下この号、別表第２の１４及び別表第２の１５において「変

更の判定」という。）申請 １件につき別表第２の１５（変更の

判定を受けようとする建築物エネルギー消費性能確保計画（法第

１２条第１項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をい

う。以下この号において同じ。）に係る評価方法（建築物エネル

ギー消費性能確保計画が、法第２条第１項第３号に規定する建築

物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを評価する方法を

いう。以下この号、別表第２の１４及び別表第２の１５において

同じ。）が、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の直近の判

定又は変更の判定（以下この号及び別表第２の１４において「判

定等」という。）に係る評価方法と同一でないもの又は判定等に

係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに係る場合

（認定を受けた他の建築物の場合を除く。）は、別表第２の１４）

の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額 

（１７）の１１ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施

行規則（平成２８年国土交通省令第５号）第１１条に規定する書

面の交付 １件につき別表第２の１５の中欄に掲げる区分に応
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新 旧 

じ、それぞれ同表の右欄に定める額 

（１７）の１２ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

（以下この号、別表第２の１６及び別表第２の２０において「法」

という。）第３４条第１項の規定による認定申請 次に定める額

の合計額 

  ア～エ 略 

（１７）の１３ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

（以下この号において「法」という。）第３６条第１項の規定に

よる変更の認定申請 次に定める額の合計額 

  ア、イ 略 

（１７）の１４ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

施行規則第２９条に規定する書面の交付 １件につき別表第２

の１８（軽微な変更（法第３６条第１項に規定する軽微な変更を

いう。別表第２の１８及び別表第２の１９において同じ。）をし

ようとする認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る評価

方法（当該書面の交付に係る建築物エネルギー消費性能向上計画

又は認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法第３４条第３

項各号に掲げる事項の記載のあるものにあっては、当該書面の交

付を受けようとする建築物に係る部分に限る。以下この号におい

て同じ。）が、当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画の直

じ、それぞれ同表の右欄に定める額 

（１７）の１２ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

（以下この号、別表第２の１６及び別表第２の２０において「法」

という。）第３４条第１項の規定による認定申請 次に定める額

の合計額 

  ア～エ 略 

（１７）の１３ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

（以下この号において「法」という。）第３６条第１項の規定に

よる変更の認定申請 次に定める額の合計額 

  ア、イ 略 

（１７）の１４ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施

行規則第２９条に規定する書面の交付 １件につき別表第２の

１８（軽微な変更（法第３６条第１項に規定する軽微な変更をい

う。別表第２の１８及び別表第２の１９において同じ。）をしよ

うとする認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る評価方

法（当該書面の交付に係る建築物エネルギー消費性能向上計画又

は認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法第３４条第３項

各号に掲げる事項の記載のあるものにあっては、当該書面の交付

を受けようとする建築物に係る部分に限る。以下この号において

同じ。）が、当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画の直近
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近の認定等に係る評価方法と同一でない場合は、別表第２の１

９）の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額 

（１７）の１５ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第４１条第１項の規定による認定申請 １件につき別表第２の

２０の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額 

（１７）の１６～（４２）略 

２～５ 略 

別表第２の７（第２条関係） 

略 

 備考 

  １～３ 略 

  ４ 「登録住宅性能評価機関等」とは、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める者をいう。別表第２の１１から

別表第２の１３までにおいて同じ。 

  （１）非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー

消費性能判定機関（建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第１５条第１項に規定する登録建築物エネルギ

ー消費性能判定機関をいう。第３号において同じ。） 

  （２）、（３）略 

  ５～９ 略 

の認定等に係る評価方法と同一でない場合は、別表第２の１９）

の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額 

（１７）の１５ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第

４１条第１項の規定による認定申請 １件につき別表第２の２

０の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額 

（１７）の１６～（４２）略 

２～５ 略 

別表第２の７（第２条関係） 

略 

 備考 

  １～３ 略 

  ４ 「登録住宅性能評価機関等」とは、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める者をいう。別表第２の１１から

別表第２の１３までにおいて同じ。 

  （１）非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー

消費性能判定機関（建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第１５条第１項に規定する登録建築物エネルギー

消費性能判定機関をいう。第３号において同じ。） 

  （２）、（３）略 

  ５～９ 略 
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別表第２の２０（第２条関係） 

略 

 備考 

  １ 「適合判定通知書等」とは、次に掲げるものをいう。 

  （１）略 

（２）建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規

則第２５条の規定による建築物エネルギー消費性能向上計

画の認定の通知及び検査済証 

（３）略 

２～４ 略 

  

別表第２の２０（第２条関係） 

略 

 備考 

  １ 「適合判定通知書等」とは、次に掲げるものをいう。 

  （１）略 

（２）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則

第２５条の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画

の認定の通知及び検査済証 

（３）略 

２～４ 略 

  

 （和泉市建築基準法施行条例の一部改正） 

第２条 和泉市建築基準法施行条例（平成１３年和泉市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （階段の数及び構造） 

第２６条 避難階以外の階を展示場の用途に供する建築物には、当該

用途に供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を２以上設け

なければならない。ただし、当該用途に供する階の当該用途に供す

 （階段の数及び構造） 

第２６条 避難階以外の階を展示場の用途に供する建築物には、当該

用途に供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を２以上設け

なければならない。ただし、当該用途に供する階の当該用途に供す
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る部分の床面積の合計が１００平方メートル以下の建築物又は当該

用途に供する部分の主要構造部が準耐火構造である建築物（特定主

要構造部が耐火構造である建築物を含む。）若しくは主要構造部が

不燃材料で造られている建築物については、この限りでない。 

 （階段の数及び構造） 

第３９条 避難階以外の階を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供す

る建築物には、次に掲げる場合を除き、その用途に供する階から避

難階又は地上に通ずる直通階段を２以上設けなければならない。 

（１）、（２）略 

（３）当該用途に供する部分の主要構造部が準耐火構造である建築物

（特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。）又は主要構

造部が不燃材料で造られている建築物であるとき。 

 （階段の数及び構造等） 

第４８条の２ 略 

２ 主要構造部が準耐火構造である建築物（特定主要構造部が耐火構

造である建築物を含む。）又は主要構造部が不燃材料で造られてい

る建築物に対する前項の規定の適用については、同項ただし書中

「１００平方メートル」とあるのは、「２００平方メートル」とす

る。 

３、４ 略 

る部分の床面積の合計が１００平方メートル以下の建築物又は当該

用途に供する部分の主要構造部が準耐火構造であるか若しくは不燃

材料で造られている建築物については、この限りでない。 

 

 （階段の数及び構造） 

第３９条 避難階以外の階を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供す

る建築物には、次に掲げる場合を除き、その用途に供する階から避

難階又は地上に通ずる直通階段を２以上設けなければならない。 

（１）、（２）略 

（３）当該用途に供する部分の主要構造部が準耐火構造であるか又は

不燃材料で造られているとき。 

 

 （階段の数及び構造等） 

第４８条の２ 略 

２ 主要構造部が準耐火構造であるか不燃材料で造られている建築物

に対する前項の規定の適用については、同項ただし書中「１００平

方メートル」とあるのは、「２００平方メートル」とする。 

 

 

３、４ 略 
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 （建築基準法施行令の準用） 

第４８条の３ 略 

２ 個室ビデオ店等の用途に供する建築物（令第１２６条の４第１項

の規定の適用を受けるものを除く。）については、令第５章第４節

の規定を準用する。 

３ 個室ビデオ店等の用途に供する建築物（令第１２８条の４第１項

（同項第２号を除く。）の規定の適用を受けるものを除く。）につ

いては、令第１２８条の４第１項（同項第１号の表中（１）及び（２）

の項並びに同条第１項第２号を除く。）並びに令第１２８条の５第

１項、第３項及び第７項の規定を準用する。 

 （確認、検査等の手数料） 

第６８条 略 

２～７ 略 

８ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年

法律第５３号。以下「建築物省エネルギー法」という。）第１１条

第１項の規定を含む法第７条第１項の規定による完了検査の申請を

しようとする者又は建築物省エネルギー法第１１条第１項の規定を

含む法第１８条第１６項の規定による工事完了の通知者は、第３項

及び第６項の手数料のほか、建築物ごとに次の表の中欄に掲げる床

面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数

 （建築基準法施行令の準用） 

第４８条の３ 略 

２ 個室ビデオ店等の用途に供する建築物（令第１２６条の４の規定

の適用を受けるものを除く。）については、令第５章第４節の規定

を準用する。 

３ 個室ビデオ店等の用途に供する建築物（令第１２８条の４第１項

（同項第２号を除く。）の規定の適用を受けるものを除く。）につ

いては、令第１２８条の４第１項（同項第１号の表中（１）及び（２）

の項、同表欄外第２号並びに同条第１項第２号を除く。）並びに令

第１２８条の５第１項、第３項及び第７項の規定を準用する。 

 （確認、検査等の手数料） 

第６８条 略 

２～７ 略 

８ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法

律第５３号。以下「建築物省エネルギー法」という。）第１１条第

１項の規定を含む法第７条第１項の規定による完了検査の申請をし

ようとする者又は建築物省エネルギー法第１１条第１項の規定を含

む法第１８条第１６項の規定による工事完了の通知者は、第３項及

び第６項の手数料のほか、建築物ごとに次の表の中欄に掲げる床面

積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料
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料を納付しなければならない。 

略 

 備考 略 

９ 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の右欄に定める金額の

手数料を納付しなければならない。 

項 区分 金額 

（中略） 

４１ 略 略 

４２ 令第１３７条の１２第６項又は第７

項の規定による認定の申請をしよう

とする者 

２７，０００円 

 備考 略 

１０、１１ 略 

  

を納付しなければならない。 

略 

 備考 略 

９ 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の右欄に定める金額の

手数料を納付しなければならない。 

項 区分 金額 

（中略） 

４１ 

 

 

 

略 略 

 備考 略 

１０、１１ 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第 １５ 号 

 

   和泉市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

 

 和泉市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由 

 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１０条第１項に規定する宅地造成等工事規制区域の指定に伴い、新たに

生じる事務の手数料を定めるほか、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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和泉市条例第   号 

 

   和泉市手数料条例の一部を改正する条例（案） 

 

 和泉市手数料条例（昭和３１年和泉市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （種類及び金額） 

第２条 手数料の種類及び金額は、別に定めがあるもののほか、次の

とおりとする。 

（１）～（１５）略 

（１５）の２ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１

９１号）第１２条第１項本文の規定による許可申請 １件につき

別表第１の３に定める額 

 

 

（１５）の３ 宅地造成及び特定盛土等規制法第１６条第１項の規定

による許可申請 １件につき別表第１の３に定める額 

（１５）の４ 宅地造成及び特定盛土等規制法第１８条第１項の規定

による検査の申請 １件につき別表第１の３に定める額 

（１５）の５ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和３７年

 （種類及び金額） 

第２条 手数料の種類及び金額は、別に定めがあるもののほか、次の

とおりとする。 

（１）～（１５）略 

（１５）の２ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法

律第５５号）による改正前の宅地造成等規制法（昭和３６年法律

第１９１号。次号及び別表第１の３において「旧法」という。）

第８条第１項本文の規定による許可申請 １件につき別表第１の

３に定める額 

（１５）の３ 旧法１２条第１項の規定による許可申請 １件につき

別表第１の３に定める額 

 

 

（１５）の４ 宅地造成等規制法施行規則（昭和３７年建設省令第３
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建設省令第３号）第８８条の規定による書面の交付 １件につき

別表第１の３に定める額 

（１６）略 

 

 

 

（１６）の２ 租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）第

２５条の４第２項の規定に基づく特定民間再開発事業認定申請 

１件につき３２，０００円 

（１６）の３ 略 

（１７）～（４２）略 

２～５ 略 

別表第１の３（第２条関係） 

項 区分 手数料の額 

１ 宅地造成及び特

定盛土等規制法

（以下この表に

おいて「法」と

いう。）第１２条

第１項本文の規

盛土、切土又は

土石の堆積をす

る土地（以下こ

の項において

「土地」とい

う。）の面積が５

宅地造成

及び特定

盛土等 

１４，３００円 

土石の堆

積 

 

１２，１００円 

号）第３０条の規定による書面の交付 １件につき別表第１の３

に定める額 

（１６）略 

（１６）の２ 租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）第

２０条の２第１４項及び第３８条の４第２４項の規定に基づく特

定の民間再開発事業認定申請 １件につき３１，０００円 

（１６）の３ 租税特別措置法施行令第２５条の４第２項の規定に基

づく特定民間再開発事業認定申請 １件につき３２，０００円 

 

（１６）の４ 略 

（１７）～（４２）略 

２～５ 略 

別表第１の３（第２条関係） 

項 区分 手数料の額 

１ 旧法第８条第１

項本文の規定に

よる許可の申請

をしようとする

者 

切土又は盛土をする土地

（以下この表において「土

地」という。）の面積が５

００平方メートル以内の

とき 

 

１３，０００円 
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定による宅地造

成（法第２条第 

００平方メート

ル以内のとき 

  

 ２号に規定する

宅地造成をい

う。以下この表

に お い て 同

じ。）、特定盛土

等（法第２条第

３号に規定する

特定盛土等をい

う。以下この表

において同じ。）

及び土石の堆積

（法第２条第４

号に規定する土

石の堆積をい

う。以下この表

において同じ。）

の許可の申請を

しようとする者 

土地の面積が５

００平方メート

ルを超え１，０

００平方メート

ル以内のとき 

宅地造成

及び特定

盛土等 

２５，９００円 

土石の堆

積 

１５，１００円 

土地の面積が

１，０００平方

メートルを超え

２，０００平方

メートル以内の

とき 

宅地造成

及び特定

盛土等 

３７，３００円 

土石の堆

積 

１７，８００円 

土地の面積が

２，０００平方

メートルを超え

３，０００平方

メートル以内の

とき 

宅地造成

及び特定

盛土等 

５７，３００円 

土石の堆

積 

２２，０００円 

土地の面積が 宅地造成 ７１，６００円 

  

 

 

  

土地の面積が５００平方

メートルを超え１，０００

平方メートル以内のとき 

 

 

２３，０００円 

土地の面積が１，０００平

方メートルを超え２，００

０平方メートル以内のと

き 

 

 

３３，０００円 

土地の面積が２，０００平

方メートルを超え５，００

０平方メートル以内のと

き 

５１，０００円 
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３，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

とき 

及び特定

盛土等 

 

土石の堆

積 

３０，８００円 

  土地の面積が

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のとき 

宅地造成

及び特定

盛土等 

９６，３００円 

土石の堆

積 

３４，８００円 

土地の面積が１

０，０００平方

メートルを超え

２０，０００平

方メートル以内

のとき 

宅地造成

及び特定

盛土等 

１５０，６００円 

土石の堆

積 

４１，７００円 

土地の面積が２

０，０００平方

メートルを超え 

宅地造成

及び特定

盛土等 

２３５，２００円 

 

 

 

 

 

 

土地の面積が５，０００平

方メートルを超え１０，０

００平方メートル以内の

とき 

 

 

７３，０００円 

土地の面積が１０，０００

平方メートルを超え２０，

０００平方メートル以内

のとき 

 

 

１２０，０００円 

土地の面積が２０，０００

平方メートルを超え４０，

０００平方メートル以内 

１８０，０００円 
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４０，０００平

方メートル以内

のとき 

土石の堆

積 

５６，７００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地の面積が４

０，０００平方

メートルを超え

７０，０００平

方メートル以内

のとき 

宅地造成

及び特定

盛土等 

３７７，２００円 

土石の堆

積 

７７，４００円 

土地の面積が７

０，０００平方

メートルを超え

１００，０００

平方メートル以

内のとき 

宅地造成

及び特定

盛土等 

５４１，５００円 

土石の堆

積 

１１５，４００円 

土地の面積が１

００,０００平

方メートルを超

えるとき 

宅地造成

及び特定

盛土等 

７２３，６００円 

土石の堆

積 

１４４，２００円 

  

のとき 

 

 

 

土地の面積が４０，０００

平方メートルを超え７０，

０００平方メートル以内

のとき 

 

 

２７０，０００円 

土地の面積が７０，０００

平方メートルを超え１０

０，０００平方メートル以

内のとき 

 

 

３６０，０００円 

土地の面積が１００，００

０平方メートルを超える

とき 

 

 

４６０，０００円 
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２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第１６条第１項の許可の申請

をしようとする者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅地造成

及び特定

盛土等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請１件につき、次に掲げる額

を合算した額。ただし、その額

が７２３，６００円を超えると

きは、その手数料の額は、７２

３，６００円とする。 

ア 盛土又は切土をする土地

（以下この欄において「土地」

という。）に関する工事の計画

の変更（イのみに該当する場

合を除く。）については、土地

の面積（イに規定する変更を

伴う場合にあっては変更前の

土地の面積、土地の縮小を伴

う場合にあっては縮小後の土

地の面積）に応じ１の項に規

定する額に１０分の１を乗じ

て得た額（その額に５０円未

満の端数が生じたときはこれ

を切り捨て、５０円以上１０

０円未満の端数が生じたとき 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧法第１２条第１項の規定による許可の申

請をしようとする者 

申請１件につき、次に掲げる額

を合算した額。ただし、その額 

が４６０，０００円を超えると

きは、その手数料の額は、４６

０，０００円とする。 

ア 土地に関する工事の計画の

変更（イのみに該当する場合

を除く。）については、土地の

面積（イに規定する変更を伴

う場合にあっては変更前の土

地の面積、土地の縮小を伴う

場合にあっては縮小後の土地

の面積）に応じ１の項に規定

する額に１０分の１を乗じて

得た額 
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は、これを１００円に切り上

げるものとする。（以下この

項において同じ。）） 

イ 新たな土地の編入に係る変

更については、新たに編入さ

れる土地の面積に応じ１の項

に規定する額 

ウ その他の変更については、

１３，５００円 

 土石の堆

積 

申請１件につき、次に掲げる額

を合算した額。ただし、その額

が１４４，２００円を超えると

きは、その手数料の額は、１４

４，２００円とする。 

ア 土石の堆積をする土地（以

下この欄において「土地」と

いう。）に関する工事の計画の

変更（イのみに該当する場合

を除く。）については、土地の

面積（イに規定する変更を伴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 新たな土地の編入に係る変

更については、新たに編入さ

れる土地の面積に応じ１の項

に規定する額 

ウ その他の変更については、

１２，０００円 
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 う場合にあっては変更前の土

地の面積、土地の縮小を伴う

場合にあっては縮小後の土地

の面積）に応じ１の項に規定

する額に１０分の１を乗じて

得た額 

イ 新たな土地の編入に係る変

更については、新たに編入さ

れる土地の面積に応じ１の項

に規定する額 

ウ その他の変更については、

１３，５００円 

３ 

 

法第１８条第１

項の検査の申請

をしようとする

者（法第１５条

第１項の規定に

より、法第１２

条第１項の許可

を受けたものと

盛土又は切土を

する土地（以下

この項において

「土地」とい

う。）の面積が５

００平方メート

ル以内のとき 

３，９００円 

土地の面積が５ ４，３００円 
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みなされた者を

除く。） 

００平方メート

ルを超え１，０

００平方メート

ル以内のとき 

 

土地の面積が

１，０００平方

メートルを超え

２，０００平方

メートル以内の

とき 

４，８００円 

  土地の面積が

２，０００平方

メートルを超え

３，０００平方

メートル以内の

とき 

５，５００円 

  土地の面積が

３，０００平方

メートルを超え

５，０００平方 

６，１００円 
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メートル以内の

とき 

 

土地の面積が

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のとき 

７，０００円 

 

 

 

 

 

土地の面積が１

０，０００平方

メートルを超え

２０，０００平

方メートル以内

のとき 

９，２００円 

  土地の面積が２

０，０００平方

メートルを超え

４０，０００平

方メートル以内

のとき 

１２，６００円 
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土地の面積が４

０，０００平方

メートルを超え

７０，０００平

方メートル以内

のとき 

１８，１００円 

土地の面積が７

０，０００平方 

２４，６００円 

メートルを超え

１００，０００

平方メートル以

内のとき 

土地の面積が１

００，０００平

方メートルを超

えるとき 

３１，８００円 

４ 宅地造成及び特

定盛土等規制法

施行規則第８８

条の書面の交付 

宅地造成及び特

定盛土等に関す

る工事でないこ

とを証する書面 

５，５００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 宅地造成等規

制法施行規則

第３０条の規

定による書面 

旧法第２条第２号の規定に

よる宅地造成に関する工事

でないことを証する書面 

 

４，８００円 
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 を受けようとす

る者 

法第１２条第１

項又は第１６条

第１項の許可を

受けたことを証

する書面 

６５０円 

  

 

の交付を受け

ようとする者 

旧法第８条第１項本文及び

第１２条第１項の規定によ

る許可を受けたことを証す

る書面 

９８０円 

    

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされる同

法による改正前の宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号。以下「旧法」という。）第１２条第１項の規定による許可の申請に係る

手数料及び旧法第８条第１項本文又は旧法第１２条第１項の許可を受けたことを証する書面の交付に係る手数料については、なお従前の

例による。 
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議案第 １６ 号 

 

   和泉市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

 

 和泉市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由 

 地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成１２年政令第１６号）の一部改正に伴い、危険物の貯蔵所設置の許可申請に対する審査

及び高圧ガスの製造の許可申請に対する審査に係る手数料の額に関する規定の整備を行う必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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和泉市条例第   号 

 

   和泉市手数料条例の一部を改正する条例（案） 

 

 和泉市手数料条例（昭和３１年和泉市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

別表第３（第２条関係） 

  設置許可手数料 

区分 手数料の額 

（中略） 

貯

蔵

所 

略 

浮き屋根

式特定屋

外タンク

貯蔵所及

び浮き蓋

付特定屋

外タンク

貯蔵所 

危険物の貯蔵最大数量が１，００

０キロリットル以上５，０００キ

ロリットル未満のもの 

１，４５０，０００円 

 危険物の貯蔵最大数量が５，００

０キロリットル以上１０，０００

キロリットル未満のもの 

１，７２０，０００円 

 危険物の貯蔵最大数量が１０，０

００キロリットル以上５０，００

０キロリットル未満のもの 

１，９２０，０００円 

別表第３（第２条関係） 

  設置許可手数料 

区分 手数料の額 

（中略） 

貯

蔵

所 

略 

浮き屋根

式特定屋

外タンク

貯蔵所及

び浮き蓋

付特定屋

外タンク

貯蔵所 

危険物の貯蔵最大数量が１，００

０キロリットル以上５，０００キ

ロリットル未満のもの 

１，１８０，０００円 

 危険物の貯蔵最大数量が５，００

０キロリットル以上１０，０００

キロリットル未満のもの 

１，４１０，０００円 

 危険物の貯蔵最大数量が１０，０

００キロリットル以上５０，００

０キロリットル未満のもの 

１，５９０，０００円 
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  危険物の貯蔵最大数量が５０，０

００キロリットル以上１００，０

００キロリットル未満のもの 

２，３６０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が１００，

０００キロリットル以上２００，

０００キロリットル未満のもの 

２，７４０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が２００，

０００キロリットル以上３００，

０００キロリットル未満のもの 

５，６４０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が３００，

０００キロリットル以上４００，

０００キロリットル未満のもの 

７，２４０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が４００，

０００キロリットル以上のもの 

８，７９０，０００円 

略 

（以下略） 

 備考 略 

別表第１０（第２条関係） 

高圧ガス保安法関係手数料 

  危険物の貯蔵最大数量が５０，０

００キロリットル以上１００，０

００キロリットル未満のもの 

１，９５０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が１００，

０００キロリットル以上２００，

０００キロリットル未満のもの 

２，２７０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が２００，

０００キロリットル以上３００，

０００キロリットル未満のもの 

４，５５０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が３００，

０００キロリットル以上４００，

０００キロリットル未満のもの 

５，８２０，０００円 

危険物の貯蔵最大数量が４００，

０００キロリットル以上のもの 

７，０７０，０００円 

略 

（以下略） 

 備考 略 

別表第１０（第２条関係） 

高圧ガス保安法関係手数料 

46



新 旧 

項 事務 区分 手数料の額 

１ 高圧ガス保安

法（以下この

表において

「法」とい

う。）第５条

第１項の規定

に基づく高圧

ガスの製造の

許可の申請に

対する審査 

略 

法第５条第１項第１号に該当す

る者であって移動式製造設備の

みを使用して高圧ガスの製造を

するもの（当該移動式製造設備に

ついて液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関する法

律第３７条の４第１項の許可を

受けた者を除く。） 

略 略 

法第５条第１項第１号に該当する者であっ

て移動式製造設備のみを使用して高圧ガス

の製造をするもの（当該移動式製造設備に

ついて液化石油ガスの保安の確保及び取引

の適正化に関する法律第３７条の４第１項

の許可を受けた者に限る。） 

６，０００円 

略 

（以下略） 

備考 略 

  

項 事務 区分 手数料の額 

１ 高圧ガス保安

法（以下この

表において

「法」とい

う。）第５条

第１項の規定

に基づく高圧

ガスの製造の

許可の申請に

対する審査 

（中略） 

法第５条第１項第１号に該当す

る者であって移動式製造設備の

みを使用して高圧ガスの製造を

するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 略 

略 

（以下略） 

備考 略 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の和泉市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係

る手数料については、なお従前の例による。 
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議案第 １７ 号 

 

   和泉市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 

 

 和泉市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由 

 令和６年度から府内統一基準の国民健康保険料とするため、賦課限度額を改めるとともに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構

築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年法律第３１号）の施行に伴い、退職被保険者等に関する規定を改正するほか、

所要の規定の整備を行う必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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和泉市条例第   号 

 

   和泉市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案） 

 

 （和泉市国民健康保険条例の一部改正） 

第１条 和泉市国民健康保険条例（昭和３５年和泉市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （基礎賦課総額） 

第１３条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第２１条、第２１条の

３及び第２１条の４の規定により基礎賦課額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額することとなる額を含む。）の総額（以

下「基礎賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から

第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額

とする。 

 

 

（１）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担

金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時

生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特

 （一般被保険者に係る基礎賦課総額） 

第１３条 保険料の賦課額のうち一般被保険者（法附則第７条第１項

に規定する退職被保険者等（以下「退職被保険者等」という。）以

外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課額（第２１条、

第２１条の３及び第２１条の４の規定により基礎賦課額を減額す

るものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。）

の総額（以下「基礎賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の

見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として

算定した額とする。 

（１）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）

の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した

額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療
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別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

に要する費用の額 

 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第７条の規定により読み

替えられた法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付

金をいう。以下この条において同じ。）の納付に要する費用（大

阪府（以下「府」という。）の国民健康保険に関する特別会計

において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者

支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）、高齢者医療

確保法の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金

等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の

規定による納付金（以下「介護納付金」という。）の納付に要

する費用に充てる部分を除く。）の額 

 

ウ～オ 略 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用を除く。）の額（国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用（府の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並

びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）を

養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療

養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用（一般被保険

者に係るものに限る。）の額 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第２２条の規定により読

み替えられた法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納

付金をいう。以下この条において同じ。）の納付に要する費用

（大阪府（以下「府」という。）が行う国民健康保険の一般被

保険者に係るものに限り、府の国民健康保険に関する特別会計

において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者

支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）、高齢者医療

確保法の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金

等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の

規定による納付金（以下「介護納付金」という。）の納付に要

する費用に充てる部分を除く。）の額 

ウ～オ 略 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用を除く。）の額（退職被保険者等に係る療

養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に

相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活

療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療
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除く。） 

 

 

 

 

 

 

（２）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 略 

イ 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規

定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用（府の国民健康保険に関する特別会計において

負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付

金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおい

て同じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定により貸し付け

られる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

に係るものを除く。）の額 

ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金

の額のうち、次に掲げる額の合算額を除く額 

 

養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要

する費用の額並びに府が行う国民健康保険の一般被保険者に

係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府の国民

健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援

金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する

費用に充てる部分に限る。）及び退職被保険者等に係る国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。） 

（２）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 略 

イ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の

規定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用（府の国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納

付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにお

いて同じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定により貸し付

けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費

用に係るものを除く。）の額 

ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金

（エにおいて「国民健康保険保険給付費等交付金」という。）

（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用（法附則第２２
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（ア）～（ウ）略 

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用を除く。）のための収入（法第７２条の３

第１項、第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項

の規定による繰入金の額並びに算定政令第６条第６項第１号

（国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令

第６条第１号ハからヌまで及びヲ（大阪府知事が定めたものに

限る。）並びに附則第７条第２号又は第３号に掲げる額の合計

額を除く。）、第２号及び第３号に掲げる額の合計額を除く。）

の額 

 

 

 （基礎賦課額） 

第１４条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被

保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の

総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とす

る。 

条の規定により読み替えられた法第７０条第１項に規定する

療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。）に係るものを

除く。）の額のうち、次に掲げる額の合算額を除く額 

（ア）～（ウ）略 

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用を除く。）のための収入（法附則第９条第

１項の規定により読み替えられた法第７２条の３第１項、第７

２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定によ

る繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金（退職被保険

者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）の額並

びに算定政令第６条第６項第１号（国民健康保険の調整交付金

等の交付額の算定に関する省令第６条第１号ハからヌまで及

びヲ（大阪府知事が定めたものに限る。）並びに附則第７条第

２号又は第３号に掲げる額の合計額を除く。）、第２号及び第３

号に掲げる額の合計額を除く。）の額 

 （一般被保険者に係る基礎賦課額） 

第１４条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、

当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保

険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯

別平等割額（一般被保険者と退職被保険者等とが同一世帯に属す
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 （基礎賦課額の所得割額の算定） 

第１５条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の

前年の所得に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４

条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額（同法附則第３３条の２第５項

に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条

の２の６第８項又は第１１項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）、同法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡

所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条

の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３

５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、これら

の規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の

金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第３５条第

５項に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第

３４条の３第１項、第３５条第１項又は第３６条の規定の適用があ

るときは、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定

した世帯別平等割額）の合計額とする。 

 （一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 

第１５条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する

年の前年の所得に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３

１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他

の所得と区分して計算される所得の金額（同法附則第３３条の２第

５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第３

５条の２の６第８項又は第１１項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、同法附則第３３条の３第５項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定する長期

譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３

３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第

１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、

第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、こ

れらの規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所

得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第３５

条第５項に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３３条

の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、第３５条第１項又は第３６条の規定の適用が
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る場合には、これらの規定の適用により同法第３２条第１項に規定

する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方

税法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２

の６第１１項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の４

第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５

条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課

税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同

法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合を含

む。第２１条第１項第１号において同じ。）に規定する特例適用利

子等の額、同法第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第

３項において準用する場合を含む。同号において同じ。）に規定す

る特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税

法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。

第２１条において「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項に規

ある場合には、これらの規定の適用により同法第３２条第１項に規

定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地

方税法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所

得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の

２の６第１１項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の

４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３

５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課

税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同

法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合を含

む。第２１条第１項第１号において同じ。）に規定する特例適用利

子等の額、同法第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第

３項において準用する場合を含む。同号において同じ。）に規定す

る特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税

法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。

第２１条において「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項に規
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定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。）の

合計額から地方税法第３１４条の２第２項の規定による控除をした

後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」とい

う。）に第１７条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

２ 略 

（基礎賦課額の保険料率） 

第１７条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

 

（１）、（２）略 

（３）世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれアからウまでに掲げる額 

  ア 略 

  イ 特定同一世帯所属者（法第６条第８号に該当したことにより

被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。）

と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の

属する月（以下「特定月」という。）以後５年を経過する月ま

での間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。以下「特定世帯」という。） アの額に２分の１を乗じて

定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。）の

合計額から地方税法第３１４条の２第２項の規定による控除をした

後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」とい

う。）に第１７条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

２ 略 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） 

第１７条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおり

とする。 

（１）、（２）略 

（３）世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれアからウまでに掲げる額 

  ア 略 

  イ 特定同一世帯所属者（法第６条第８号に該当したことにより

被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。）

と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同

日の属する月（以下「特定月」という。）以後５年を経過する

月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合

に限る。以下「特定世帯」という。） アの額に２分の１を乗
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得た額 

ウ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属す

る世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定

月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の

被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。） 

 アの額に４分の３を乗じて得た額 

２、３ 略 

 

第１７条の２から第１７条の５まで 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じて得た額 

ウ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が

属する世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から

特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」とい

う。） アの額に４分の３を乗じて得た額 

２、３ 略 

 （退職被保険者等に係る基礎賦課額） 

第１７条の２ 保険料の基礎賦課額のうち退職被保険者等に係る基

礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所

得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につ

き算定した世帯別平等割額の合計額（退職被保険者等と一般被保

険者とが同一の世帯に属する場合にあっては、所得割額及び被保

険者均等割額の合算額の総額）とする。 

 （退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 

第１７条の３ 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後

の総所得金額等に第１７条の所得割の保険料率を乗じて算定す

る。 

第１７条の４ 削除 

 （退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定） 
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 （基礎賦課限度額） 

第１７条の６ 第１４条の基礎賦課額は、各年度において法第８２条

の３第３項の規定による通知が行われた日において施行されていた

国民健康保険法施行令第２９条の７第２項第９号に掲げる額を超え

第１７条の５ 第１７条の２の被保険者均等割額は、第１７条の規定

により算定した額と同額とする。 

 （退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定） 

第１７条の５の２ 第１７条の２の世帯別平等割額は、次の各号に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１）次号又は第３号に掲げる世帯以外の世帯 第１７条第１項第３

号アに定めるところにより算定した額 

（２）特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属す

る世帯であって特定月以後５年を経過する月までの間にあるも

の（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。） 第１７条

第１項第３号イに定めるところにより算定した額 

（３）特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属す

る世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月

以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保

険者がいない場合に限る。） 第１７条第１項第３号ウに定める

ところにより算定した額 

 （基礎賦課限度額） 

第１７条の６ 第１４条又は第１７条の２の基礎賦課額（一般被保険

者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第１４条の基

礎賦課額と第１７条の２の基礎賦課額との合算額をいう。第２０条
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ることができない。 

 

 （後期高齢者支援金等賦課総額） 

第１７条の６の２ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額

（第２１条、第２１条の３及び第２１条の４の規定により後期高齢

者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額

することとなる額を含む。）の総額（以下「後期高齢者支援金等賦

課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲

げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。 

 

（１）当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費

用（府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部

分に限る。次号において同じ。） 

 

（２）当該年度における次に掲げる額の合算額 

  ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定

により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し

付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する

及び第２１条第１項において同じ。）は、６３０，０００円を超え

ることができない。 

 （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額） 

第１７条の６の２ 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高

齢者支援金等賦課額（第２１条、第２１条の３及び第２１条の４の

規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合に

あっては、その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「後

期高齢者支援金等賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見

込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定

した額とする。 

（１）当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費

用（府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部

分であって、府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに

限る。次号において同じ。） 

（２）当該年度における次に掲げる額の合算額 

  ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規

定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸

し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要す
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費用に係るものに限る。）の額 

  イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第７２

条の３第１項、第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３

第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

 

 （後期高齢者支援金等賦課額） 

第１７条の６の３ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課

額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保

険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯

別平等割額の合計額とする。 

 

 

 （後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定） 

 

第１７条の６の４ 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属

する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所

得割の保険料率を乗じて算定する。 

 （後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第１７条の６の５ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のと

る費用に係るものに限る。）の額 

  イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第

９条第１項の規定により読み替えられた法第７２条の３第１

項、第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規

定による繰入金を除く。）の額 

 （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額） 

第１７条の６の３ 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期

高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算

定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該

世帯につき算定した世帯別平等割額（一般被保険者と退職被保険者

等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属

する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）の合計額とする。 

 （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算

定） 

第１７条の６の４ 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日

の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条

の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

 （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第１７条の６の５ 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額
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おりとする。 

（１）～（３）略 

２、３ 略 

 

第１７条の６の６から第１７条の６の９まで 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の保険料率は、次のとおりとする。 

（１）～（３）略 

２、３ 略 

 （退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額） 

第１７条の６の６ 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後

期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につ

き算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに

当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額（退職被保険者等

と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合にあっては、所得割額

及び被保険者均等割額の合算額の総額）とする。 

 （退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算

定） 

第１７条の６の７ 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控

除後の総所得金額等に、第１７条の６の５の所得割の保険料率を乗

じて算定する。 

 （退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等

割額の算定） 

第１７条の６の８ 第１７条の６の６の被保険者均等割額は、第１７

条の６の５の規定により算定した額と同額とする。 

 （退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割
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 （後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１７条の６の１０ 第１７条の６の３の後期高齢者支援金等賦課

額は、各年度において法第８２条の３第３項の規定による通知が行わ

れた日において施行されていた国民健康保険法施行令第２９条の

７第３項第８号に掲げる額を超えることができない。 

 

額の算定） 

第１７条の６の９ 第１７条の６の６の世帯別平等割額は、次の各号

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１）次号又は第３号に掲げる世帯以外の世帯 第１７条の６の５第

１項第３号アに定めるところにより算定した額 

（２）特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属す

る世帯であって特定月以後５年を経過する月までの間にあるも

の（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。） 第１７条

の６の５第１項第３号イに定めるところにより算定した額 

（３）特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属す

る世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月

以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保

険者がいない場合に限る。） 第１７条の６の５第１項第３号ウ

に定めるところにより算定した額 

 （後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１７条の６の１０ 第１７条の６の３又は第１７条の６の６の後

期高齢者支援金等賦課額（一般被保険者と退職被保険者等が同一の

世帯に属する場合には、第１７条の６の３の後期高齢者支援金等賦

課額と第１７条の６の６の後期高齢者支援金等賦課額との合算額

をいう。第２０条及び第２１条第１項において同じ。）は、１９０，
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 （介護納付金賦課総額） 

第１７条の７ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第２１条及

び第２１条の４の規定により介護納付金賦課額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額することになる額を含む。）の総額（以

下「介護納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込

額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定し

た額とする。 

（１）略 

（２）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定

により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し

付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第７２

条の３第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金

を除く。）の額 

 

０００円を超えることができない。 

 （介護納付金賦課総額） 

第１７条の７ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第２１条及

び第２１条の４の規定により介護納付金賦課額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額することになる額を含む。）の総額（以

下「介護納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込

額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定し

た額とする。 

（１）略 

（２）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規

定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸

し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第

９条第１項の規定により読み替えられた法第７２条の３第１項

及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の

額 
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 （介護納付金賦課限度額） 

第１７条の１２ 第１７条の８の賦課額は、各年度において法第８２

条の３第３項の規定による通知が行われた日において施行されてい

た国民健康保険法施行令第２９条の７第４項第８号に掲げる額を

超えることができない。 

 （賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異

動等があった場合） 

第２０条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は１世帯に属

する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは１世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課

被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第２９条の

７の２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被保

険者等」という。）となった場合における当該納付義務者に係る第

１４条若しくは第１７条の６の３の額（被保険者数が増加若しくは

減少した場合（特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者

数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者等となった場合

における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）若しくは

第１７条の８の額又は次条第１項各号（同条第３項又は第４項の規

定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に

定める額、第２１条の３第１項（同条第２項の規定により読み替え

 （介護納付金賦課限度額） 

第１７条の１２ 第１７条の８の賦課額は、１７０，０００円を超え

ることができない。 

 

 

 （賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動

等があった場合） 

第２０条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は１世帯に属

する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは１世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課

被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第２９条の

７の２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被保

険者等」という。）となった場合における当該納付義務者に係る第

１４条、第１７条の２、第１７条の６の３若しくは第１７条の６の

６の額（被保険者数が増加若しくは減少した場合（特定同一世帯所

属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。）又

は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る

世帯別平等割額を除く。）若しくは第１７条の８の額又は次条第１

項各号（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場

合を含む。次項において同じ。）に定める額、第２１条の３第１項
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て準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める第１７条の

基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗

じて得た額、第２１条の３第３項第１号（同条第４項の規定により

読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額、

第２１条の４第１項各号（同条第３項又は第４項の規定により読み

替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額若し

くは同条第５項各号（同条第７項又は第８項の規定により読み替え

て準用する場合も含む。次項において同じ。）に定める額の算定は、

それぞれ、その納付義務が発生した日又は被保険者数が増加若しく

は減少した日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに

該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減

少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）若しく

は１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若し

くは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保

険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。 

 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納

付義務者に係る第１４条、第１７条の６の３若しくは第１７条の８

の額又は次条第１項各号に定める額、第２１条の３第１項に定める

第１７条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１

（同条第２項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項に

おいて同じ。）に定める第１７条若しくは第１７条の５の基礎賦課

額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た

額、第２１条の３第３項第１号（同条第４項の規定により読み替え

て準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額、第２１

条の４第１項各号（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて

準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額若しくは同

条第５項各号（同条第７項又は第８項の規定により読み替えて準用

する場合も含む。次項において同じ。）に定める額の算定は、それ

ぞれ、その納付義務が発生した日又は被保険者数が増加若しくは減

少した日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当

したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少し

た日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）若しくは１

世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは

介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者

等となった日の属する月から、月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付

義務者に係る第１４条、第１７条の２、第１７条の６の３、第１７

条の６の６若しくは第１７条の８の額又は次条第１項各号に定める

額、第２１条の３第１項に定める第１７条若しくは第１７条の５の
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０分の５を乗じて得た額、第２１条の３第３項第１号に定める額、

第２１条の４第１項各号に定める額若しくは同条第５項各号に定

める額の算定は、その納付義務が消滅した日（法第６条第１号から

第８号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消

滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限

り、その前日とする。）の属する月の前月まで、月割をもって行う。 

 

 （低所得者の保険料の減額） 

第２１条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の

賦課額のうち基礎賦課額は、第１４条の基礎賦課額から、それぞれ、

当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１

７条の６に規定する額を超える場合には、その額）とする。 

 

（１）～（３）略 

２ 略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１４条」とあるのは「第１７条

の６の３」と、「第１７条の６に規定する額」とあるのは「第１７

条の６の１０に規定する額」と、前項中「第１７条」とあるのは「第

基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗

じて得た額、第２１条の３第３項第１号に定める額、第２１条の４

第１項各号に定める額若しくは同条第５項各号に定める額の算定

は、その納付義務が消滅した日（法第６条第１号から第８号までの

規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合にお

いては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日と

する。）の属する月の前月まで、月割をもって行う。 

 （低所得者の保険料の減額） 

第２１条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の

賦課額のうち基礎賦課額は、第１４条又は第１７条の２の基礎賦課

額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当該減

額して得た額が第１７条の６に規定する額を超える場合には、その

額）とする。 

（１）～（３）略 

２ 略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１４条又は第１７条の２」とあ

るのは「第１７条の６の３又は第１７条の６の６」と、「第１７条

の６に規定する額」とあるのは「第１７条の６の１０に規定する額」
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１７条の６の５」と読み替えるものとする。 

 

４ 第１項及び第２項の規定は、第１項各号イを除き、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合において、第１項中「基礎

賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１４条」とある

のは「第１７条の８」と、「第１７条の６に規定する額」とあるの

は「第１７条の１２に規定する額」と、第２項中「第１７条」とあ

るのは「第１７条の１１」と読み替えるものとする。 

 

 （未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第２１条の３ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の

最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額

の被保険者均等割額は、第１７条の基礎賦課額の被保険者均等割の

額から、当該額に１０分の５を乗じて得た額（第１７条第２項の規

定により端数の切り上げを行った後の額とする。）を控除して得た

額とする（第３項に掲げる場合を除く。）。 

２ 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１７条」とあるのは「第１７条の６

と、前項中「第１７条」とあるのは「第１７条の６の５」と読み替

えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、第１項各号イを除き、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合において、第１項中「基礎

賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１４条又は第１

７条の２」とあるのは「第１７条の８」と、「第１７条の６に規定

する額」とあるのは「第１７条の１２に規定する額」と、第２項中

「第１７条」とあるのは「第１７条の１１」と読み替えるものとす

る。 

 （未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第２１条の３ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の

最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額

の被保険者均等割額は、第１７条又は第１７条の５の基礎賦課額の

被保険者均等割の額から、当該額に１０分の５を乗じて得た額（第

１７条第２項の規定により端数の切り上げを行った後の額とす

る。）を控除して得た額とする（第３項に掲げる場合を除く。）。 

２ 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１７条又は第１７条の５」とあるの
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の５」と読み替えるものとする。 

 

 

３ 当該年度において、第２１条に規定する基準に従い保険料を減額

するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における

当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額

は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額とす

る。 

（１）第１７条の基礎賦課額の被保険者均等割の額から、当該額に第

２１条第１項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号ア

に掲げる割合を乗じて得た額（第１７条第２項の規定により端数

の切り上げを行った後の額とする。）を控除して得た額 

 

（２）略 

４ 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１７条」とあるのは「第１７条の６

の５」と読み替えるものとする。 

 

 

は「第１７条の６の５又は第１７条の６の８」と、「第１７条第２

項」とあるのは「第１７条の６の５第２項」と読み替えるものとす

る。 

３ 当該年度において、第２１条に規定する基準に従い保険料を減額

するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における

当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額

は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額とす

る。 

（１）第１７条又は第１７条の５の基礎賦課額の被保険者均等割の額

から、当該額に第２１条第１項各号に規定する場合に応じてそれ

ぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額（第１７条第２項の

規定により端数の切り上げを行った後の額とする。）を控除して

得た額 

（２）略 

４ 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１７条又は第１７条の５」とあるの

は「第１７条の６の５又は第１７条の６の８」と、「第１７条第２

項」とあるのは「第１７条の６の５第２項」と読み替えるものとす

る。 
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 （出産被保険者の保険料の減額） 

第２１条の４ 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保

険法施行令第２９条の７第５項第８号に規定する出産被保険者を

いう。以下同じ。）がある場合における当該世帯の納付義務者に対

して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第１４条の基礎賦

課額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額して得た

額が第１７条の６に規定する額を超える場合には、その額）とする

（第５項に掲げる場合を除く。）。 

（１）、（２）略 

２ 略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１４条」とあるのは「第１７条

の６の３」と、「第１７条の６」とあるのは「第１７条の６の１０」

と、前項中「第１７条」とあるのは「第１７条の６の５」と読み替

えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第１項中「規定する出産被保険者をい

う。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者（介護納付金

賦課被保険者である者に限る。）をいう。以下この項において同じ。」

 （出産被保険者の保険料の減額） 

第２１条の４ 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保

険法施行令第２９条の７第５項第８号に規定する出産被保険者を

いう。以下同じ。）がある場合における当該世帯の納付義務者に対

して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第１４条又は第１

７条の２の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額

（当該減額して得た額が第１７条の６に規定する額を超える場合

には、その額）とする（第５項に掲げる場合を除く）。 

（１）、（２）略 

２ 略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１４条又は第１７条の２」とあ

るのは「第１７条の６の３又は第１７条の６の６」と、「第１７条

の６」とあるのは「第１７条の６の１０」と、前項中「第１７条」

とあるのは「第１７条の６の５」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第１項中「規定する出産被保険者をい

う。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者（介護納付金

賦課被保険者である者に限る。）をいう。以下この項において同じ。」
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と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１４

条」とあるのは「第１７条の８」と、「第１７条の６」とあるのは

「第１７条の１２」と、第２項中「第１７条」とあるのは「第１７

条の１１」と読み替えるものとする。 

５ 当該年度において、第２１条に規定する基準に従い保険料を減額

するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合にお

ける当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち

基礎賦課額は、当該減額後の第１４条の基礎賦課額から、次の各号

の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１７条の６に

規定する額を超える場合には、その額）とする。 

（１）、（２）略 

６ 略 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１４条」とあるのは「第１７条

の６の３」と、「第１７条の６」とあるのは「第１７条の６の１０」

と、前項中「第１７条」とあるのは「第１７条の６の５」と読み替

えるものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第５項中「出産被保険者」とあるのは

と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１４

条又は第１７条の２」とあるのは「第１７条の８」と、「第１７条

の６」とあるのは「第１７条の１２」と、第２項中「第１７条」と

あるのは「第１７条の１１」と読み替えるものとする。 

５ 当該年度において、第２１条に規定する基準に従い保険料を減額

するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合にお

ける当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち

基礎賦課額は、当該減額後の第１４条又は第１７条の２の基礎賦課

額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額

が第１７条の６に規定する額を超える場合には、その額）とする。 

（１）、（２）略 

６ 略 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１４条又は第１７条の２」とあ

るのは「第１７条の６の３又は第１７条の６の６」と、「第１７条

の６」とあるのは「第１７条の６の１０」と、前項中「第１７条」

とあるのは「第１７条の６の５」と読み替えるものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第５項中「出産被保険者」とあるのは

70



新 旧 

「出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下こ

の項において同じ。）」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付

金賦課額」と、「第１４条」とあるのは「第１７条の８」と、「第１

７条の６」とあるのは「第１７条の１２」と、第６項中「第１７条」

とあるのは「第１７条の１１」と読み替えるものとする。 

 

  

「出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下こ

の項において同じ。）」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付

金賦課額」と、「第１４条又は第１７条の２」とあるのは「第１７

条の８」と、「第１７条の６」とあるのは「第１７条の１２」と、

第６項中「第１７条」とあるのは「第１７条の１１」と読み替える

ものとする。 

  

第２条 和泉市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異

動等があった場合） 

第２０条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は１世帯に属

する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは１世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課

被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第２９条の

７の２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被保

険者等」という。）となった場合における当該納付義務者に係る第

１４条、第１７条の２、第１７条の６の３若しくは第１７条の６の

６の額（被保険者数が増加若しくは減少した場合（特定同一世帯所

 （賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異

動等があった場合） 

第２０条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は１世帯に属

する被保険者数が増加若しくは減少し、又は１世帯に属する被保険

者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保

険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第２９条の７の

２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被保険者

等」という。）となった場合における当該納付義務者に係る第１４

条、第１７条の２、第１７条の６の３若しくは第１７条の６の６の

額（被保険者数が増加若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者
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属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。）又

は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る

世帯別平等割額を除く。）若しくは第１７条の８の額又は次条第１

項各号（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場

合を含む。次項において同じ。）に定める額、第２１条の３第１項

（同条第２項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項に

おいて同じ。）に定める第１７条若しくは第１７条の５の基礎賦課

額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た

額、第２１条の３第３項第１号（同条第４項の規定により読み替え

て準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額、第２１

条の４第１項各号（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて

準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額若しくは同

条第５項各号（同条第７項又は第８項の規定により読み替えて準用

する場合を含む。次項において同じ。）に定める額の算定は、それ

ぞれ、その納付義務が発生した日又は被保険者数が増加若しくは減

少した日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当

したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少し

た日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）若しくは１

世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは

介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者

に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。）又は特

例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯

別平等割額を除く。）、第１７条の８の額又は次条第１項各号に定

める額若しくは同条第３項若しくは第４項の規定により読み替えて

準用する同条第１項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付

義務が発生した日又は被保険者数が増加若しくは減少した日（法第

６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより

被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日

であるときに限り、その前日とする。）若しくは１世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課

被保険者でなくなった日又は特例対象被保険者等となった日の属す

る月から、月割をもって行う。 
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等となった日の属する月から、月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付

義務者に係る第１４条、第１７条の２、第１７条の６の３、第１７

条の６の６若しくは第１７条の８の額又は次条第１項各号に定める

額、第２１条の３第１項に定める第１７条若しくは第１７条の５の

基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗

じて得た額、第２１条の３第３項第１号に定める額、第２１条の４

第１項各号に定める額若しくは同条第５項各号に定める額の算定

は、その納付義務が消滅した日（法第６条第１号から第８号までの

規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合にお

いては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日と

する。）の属する月の前月まで、月割をもって行う。 

 （出産被保険者の保険料の減額） 

第２１条の４ 略 

２ 第１７条第２項の規定は、前項各号に定めるところにより算定し

た額の決定について準用する。この場合において、第１７条第２項

の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。 

３ 略 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第１項中「規定する出産被保険者をい

 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付

義務者に係る第１４条、第１７条の２、第１７条の６の３、第１７

条の６の６若しくは第１７条の８の額又は次条第１項各号に定める

額若しくは同条第３項若しくは第４項の規定により読み替えて準用

する同条第１項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した

日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したこ

とにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月

の初日であるときに限り、その前日とする。）の属する月の前月ま

で、月割をもって行う。 

 

 

 （出産被保険者の保険料の減額） 

第２１条の４ 略 

２ 第１７条第２項の規定は、前項に規定する額の決定について準用

する。この場合において、第１７条第２項の規定中「保険料率」と

あるのは「額」と読み替えるものとする。 

３ 略 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介
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う。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者（介護納付金

賦課被保険者である者に限る。）をいう。以下この項において同じ。」

と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１４

条又は第１７条の２」とあるのは「第１７条の８」と、「第１７条

の６」とあるのは「第１７条の１２」と、第２項中「第１７条」と

あるのは「第１７条の１１」と読み替えるものとする。 

５ 略 

６ 第１７条第２項の規定は、前項各号に定めるところにより算定し

た額の決定について準用する。この場合において、第１７条第２項

の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。 

７ 略 

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第５項中「出産被保険者」とあるのは

「出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下こ

の項において同じ。）」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付

金賦課額」と、「第１４条又は第１７条の２」とあるのは「第１７

条の８」と、「第１７条の６」とあるのは「第１７条の１２」と、

第６項中「第１７条」とあるのは「第１７条の１１」と読み替える

ものとする。 

  

護納付金賦課額」と、「第１４条又は第１７条の２」とあるのは「第

１７条の８」と、「第１７条の６」とあるのは「第１７条の１２」

と、第２項中「第１７条」とあるのは「第１７条の１１」と読み替

えるものとする。 

 

 

５ 略 

６ 第１７条第２項の規定は、前項に規定する額の決定について準用

する。この場合において、第１７条第２項の規定中「保険料率」と

あるのは「額」と読み替えるものとする。 

７ 略 

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１４条又は第１７条の２」とあるのは「第

１７条の８」と、「第１７条の６」とあるのは「第１７条の１２」

と、第６項中「第１７条」とあるのは「第１７条の１１」と読み替

えるものとする。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の和泉市国民健康保険条例の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料について適用し、令和５年度以前の年

度分の保険料については、なお従前の例による。 
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議案第 １８ 号 

 

   和泉市介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

 

 和泉市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１２９条第２項の規定に基づき、令和６年度から令和８年度までの介護保険料率を定めるほか、

所要の規定の整備を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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和泉市条例第   号 

 

   和泉市介護保険条例の一部を改正する条例（案） 

 

 和泉市介護保険条例（平成１２年和泉市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （保険料率） 

第６条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率

は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じてそれぞれ当該

各号に定める額とする。 

（１）令第３８条第１項第１号に掲げる者 ３５，７２０円 

（２）令第３８条第１項第２号に掲げる者 ５３，７８０円 

（３）令第３８条第１項第３号に掲げる者 ５４，１７０円 

（４）令第３８条第１項第４号に掲げる者 ７０，６６０円 

（５）令第３８条第１項第５号に掲げる者 ７８，５１０円 

（６）令第３８条第１項第６号に掲げる者 ９４，２１０円 

 

 

 

 

 （保険料率） 

第６条 令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率

は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じてそれぞれ当該

各号に定める額とする。 

（１）令第３９条第１項第１号に掲げる者 ３６，９５０円 

（２）令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４８，０４０円 

（３）令第３９条第１項第３号に掲げる者 ５５，４３０円 

（４）令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６６，５１０円 

（５）令第３９条第１項第５号に掲げる者 ７３，９００円 

（６）次のいずれかに該当する者 ８８，６８０円 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項

第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」と

いう。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３

３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条
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（７）令第３８条第１項第７号に掲げる者 １０２，０７０円 

 

 

 

 

 

 

の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５

条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適

用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第

２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計

所得金額が０を下回る場合には、０とする。以下この項及び

第９条において同じ。）が１２０万円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこ

の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る

部分を除く。）又は次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号

イ、第１１号イ、第１２号イ若しくは第１３号イに該当する

者を除く。） 

（７）次のいずれかに該当する者 ９６，０８０円 

ア 合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこ

の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る

部分を除く。）又は次号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１
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（８）令第３８条第１項第８号に掲げる者 １１７，７７０円 

 

 

 

 

 

 

 

（９）令第３８条第１項第９号に掲げる者 １３３，４７０円 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）令第３８条第１項第１０号に掲げる者 １４９，１８０円 

 

 

号イ、第１２号イ若しくは第１３号イに該当する者を除く。） 

（８）次のいずれかに該当する者 １１０，８６０円 

ア 合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこ

の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る

部分を除く。）又は次号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１

２号イ若しくは第１３号イに該当する者を除く。） 

（９）次のいずれかに該当する者 １１６，０３０円 

ア 合計所得金額が３２０万円以上４００万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこ

の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る

部分を除く。）又は次号イ、第１１号イ、第１２号イ若しく

は第１３号イに該当する者を除く。） 

（１０）次のいずれかに該当する者 １２０，４７０円 

ア 合計所得金額が４００万円以上５００万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの 
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（１１）令第３８条第１項第１１号に掲げる者 １６４，８８０円 

 

 

 

 

 

 

 

（１２）令第３８条第１項第１２号に掲げる者 １８０，５８０円 

 

 

 

 

 

 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこ

の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る

部分を除く。）又は次号イ、第１２号イ若しくは第１３号イ

に該当する者を除く。） 

（１１）次のいずれかに該当する者 １２４，９００円 

ア 合計所得金額が５００万円以上６００万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこ

の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る

部分を除く。）又は次号イ若しくは第１３号イに該当する者

を除く。） 

（１２）次のいずれかに該当する者 １２９，３３０円 

ア 合計所得金額が６００万円以上７００万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこ

の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る

部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 
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（１３）令第３８条第１項第１３号に掲げる者 １８８，４３０円 

 

 

 

 

 

 

 

２ 所得の少ない第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係

る前項第１号に該当する者の令和６年度から令和８年度までの各

年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、２２，３７０

円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての

保険料の減額賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度

における保険料率について準用する。この場合において、前項中「２

２，３７０円」とあるのは、「３８，０８０円」と読み替えるもの

とする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年

度における保険料率について準用する。この場合において、第２項

（１３）次のいずれかに該当する者 １３８，９４０円 

ア 合計所得金額が７００万円以上８００万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこ

の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る

部分を除く。）に該当する者を除く。） 

（１４）前各号のいずれにも該当しない者 １４７，８１０円 

２ 所得の少ない第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係

る前項第１号に該当する者の令和３年度から令和５年度までの各

年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、２２，１７０

円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての

保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各年度

における保険料率について準用する。この場合において、前項中「２

２，１７０円」とあるのは、「３６，９５０円」と読み替えるもの

とする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各年

度における保険料率について準用する。この場合において、第２項
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中「２２，３７０円」とあるのは、「５３，７８０円」と読み替え

るものとする。 

 （賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった

場合） 

第８条 略 

２ 略 

３ 保険料の賦課期日後に令第３８条第１項第１号イ（同号に規定す

る老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ（１）に係

る者を除く。）、ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、

第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第９号ロ、第１０号ロ、

第１１号ロ又は第１２号ロに該当するに至った第１号被保険者（第

１項に規定する者を除く。）に係る保険料の額は、当該該当するに

至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第１号

被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月

から令第３８条第１項第１号から第１２号までのいずれかに規定

する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。 

４ 略 

 （普通徴収の特例） 

第９条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別

又は地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１

中「２２，１７０円」とあるのは、「５１，７３０円」と読み替え

るものとする。 

 （賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった

場合） 

第８条 略 

２ 略 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号に規定す

る老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ（１）に係

る者を除く。）、ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、

第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第９号ロに該当する

に至った第１号被保険者（第１項に規定する者を除く。）に係る保

険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割り

により算定した当該第１号被保険者に係る保険料の額と当該該当

するに至った日の属する月から令第３９条第１項第１号から第９

号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険

料の額の合算額とする。 

４ 略 

 （普通徴収の特例） 

第９条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別

又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確
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３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若し

くは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３

第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１

項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額

とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０とする。以下こ

の項において同じ。）が確定しないため当該年度分の保険料の額を

確定することができない場合においては、その確定する日までの間

において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第１号被

保険者について、その者の前年度分の市民税の課税非課税の別又は

合計所得金額に基づき第６条第１項各号の区分に従い算定した保

険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額

（市長が特に必要と認める場合においては、市長が定める額）を、

それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。 

２ 略 

  

定することができない場合においては、その確定する日までの間に

おいて到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第１号被保

険者について、その者の前年度分の市民税の課税非課税の別又は合

計所得金額に基づき第６条第１項各号の区分に従い算定した保険

料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額（市

長が特に必要と認める場合においては、市長が定める額）を、それ

ぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 略 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の和泉市介護保険条例第６条の規定は、令和６年度分の保険料から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料に

ついては、なお従前の例による。 
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議案第 ２２ 号 

 

   和泉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正する条例制定について 

 

 和泉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行に伴

い、所要の改正を行う必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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和泉市条例第   号 

 

   和泉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

 和泉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例（平成２７年和泉市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

（１）～（４）略 

（５）特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個人

番号利用事務をいう。 

（６）利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利用特定個人

情報をいう。 

 （個人番号の利用範囲） 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左欄に掲

げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第２の左欄に掲げる

機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

（１）～（４）略 

 

 

 

 

 （個人番号の利用範囲） 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左欄に掲

げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第２の左欄に掲げる

機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行
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う特定個人番号利用事務とする。 

２ 略 

３ 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために

必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利

用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワ

ークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利

用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでな

い。 

４ 略 

  

う法別表第２の事務の欄に掲げる事務とする。 

２ 略 

３ 市長又は教育委員会は、法別表第２の事務の欄に掲げる事務を処

理するために必要な限度で同表の特定個人情報の欄に掲げる特定

個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。た

だし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して

他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受け

ることができる場合は、この限りでない。 

４ 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）

の施行の日から施行する。 
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議案第 ２３ 号 

 

   和泉市公文書の管理等に関する条例制定について 

 

 和泉市公文書の管理等に関する条例を次のように制定する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由 

 公文書の管理等に関する基本的事項を定めることにより公文書の適正管理等を図り、市政の適正かつ効率的な運営を確保するとともに、

市政に関する市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされるようにする必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 

88



和泉市条例第   号 

 

   和泉市公文書の管理等に関する条例（案） 

 

目次 

 第１章 総則（第１条―第３条） 

 第２章 公文書の管理（第４条―第１０条） 

 第３章 特定歴史公文書の保存、利用等（第１１条―第２４条） 

 第４章 和泉市文書管理委員会（第２５条―第２８条） 

 第５章 雑則（第２９条・第３０条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書が、市民共有の知的資源として市民が主体的に利用し得るものであるこ

とに鑑み、公文書の管理等に関する基本的事項を定めることにより、特定歴史公文書の適切な保存、利用その他の公文書の適正な管理等

を図り、もって市政の適正かつ効率的な運営を確保するとともに、市政に関する市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を現在及び将来の

市民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業、公共下

水道事業及び公共浄化槽事業の管理者の権限を行う市長、消防長並びに議会をいう。 
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（２）公文書 市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、

当該実施機関が管理しているものをいう。 

（３）歴史公文書 歴史資料として重要な公文書をいう。 

（４）特定歴史公文書 歴史公文書のうち、第８条第２項後段又は第４項の規定により保存されている公文書をいう。 

 （法令等との関係） 

第３条 公文書の管理等については、法令又は他の条例（以下「法令等」という。）に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定め

るところによる。 

   第２章 公文書の管理 

 （公文書の作成） 

第４条 実施機関は、第１条の目的の達成に資するため、次に掲げる事項について、公文書（特定歴史公文書を除く。以下この章において

同じ。）を作成しなければならない。ただし、処理に係る事案が軽微なものである場合は、この限りでない。 

（１）実施機関における意思決定の過程に関する事項 

（２）実施機関の事務及び事業の実績に関する事項 

（３）前２号に掲げるもののほか、規則（議会にあっては、その定める規程。以下この章において同じ。）で定める事項 

２ 市長は、前項の公文書が適切に作成されるようにするため、公文書の作成に関する指針を定めるものとする。 

 （整理） 

第５条 実施機関は、公文書を作成し、又は取得したときは、当該公文書について事務及び事業の性質、内容等に応じて分類し、名称を付

するとともに、常時業務に使用するものを除き、３０年以下の保存期間及び保存期間が満了する日を設定しなければならない。 

２ 実施機関は、前項の規定による公文書の分類に関する基準を定めなければならない。 

３ 実施機関は、能率的な事務又は事業の処理及び公文書の適切な保存に資するよう、規則で定めるところにより、公文書を相互に密接な
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関連を有し、保存期間を同じくすることが適当であるものの単位にまとめなければならない。 

４ 第１項の規定は、前項の規定によりまとめられた公文書の集合物（以下「ファイル」という。）について準用する。 

５ 実施機関は、ファイルの分類、名称、保存期間、保存期間が満了する日、保存期間が満了したときの措置の内容その他必要と認める事

項を記載した管理表を作成し、公表しなければならない。 

６ 実施機関は、保存期間が満了した公文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長

することができる。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後なお職務の遂行上当該公文書を保存する必要があると認め

るときも、同様とする。 

 （保存） 

第６条 実施機関は、公文書について、その保存期間（前条第６項の規定により延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同

じ。）が満了するまでの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適

切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。 

 （歴史公文書の決定） 

第７条 実施機関は、公文書について、教育委員会が定める基準により、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了した

ときの措置として、歴史公文書に該当するものにあっては教育委員会への移管の措置（教育委員会にあっては、保存の措置）を、それ以

外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。 

２ 教育委員会は、前項に規定する基準を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ和泉市文書管理委員会の意見を聴かなければ

ならない。 

 （保存期間が満了した公文書の取扱い） 

第８条 実施機関は、保存期間が満了した公文書については、規則で定めるところにより、適正に廃棄しなければならない。 

２ 教育委員会以外の実施機関は、保存期間が満了した公文書であっても、当該公文書が歴史公文書であるときは、前項の規定にかかわら

ず、これを教育委員会に移管しなければならない。この場合において、教育委員会は、当該移管された公文書を保存しなければならない。 
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３ 教育委員会以外の実施機関は、前２項の規定により、保存期間が満了した公文書を廃棄し、又は教育委員会に移管しようとするときは、

あらかじめ、教育委員会に協議し、その同意を得なければならない。 

４ 教育委員会は、保存期間が満了した公文書であっても、当該公文書が歴史公文書であるときは、第１項の規定にかかわらず、これを引

き続き保存しなければならない。 

５ 実施機関は、第２項の規定により教育委員会に移管され、又は前項の規定により引き続き保存される公文書について、第１３条第１項

第１号に掲げる場合に該当するものとして教育委員会において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付

さなければならない。 

 （管理体制の整備等） 

第９条 実施機関は、規則で定めるところにより、公文書を適正に管理するために必要な体制を整備しなければならない。 

２ 市長は、公文書の適正な管理を確保するために必要があると認める場合には、市長以外の実施機関に対し、公文書の管理について、そ

の状況に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に実地調査をさせることができる。 

 （電子化の推進等） 

第１０条 実施機関は、公文書の適正な管理、事務の効率化等に資するため、公文書の電子化の推進に努めなければならない。 

２ 実施機関が作成し、又は取得した公文書は、電磁的記録を正本又は原本として管理することを基本とする。 

３ 電磁的記録を正本として管理する場合において、当該電磁的記録に変換する前の書面は、１年未満の保存期間を設定した上で廃棄する

ことができる。ただし、法令等の定めにより書面を作成し、又は保存することが義務付けられている公文書その他書面を作成し、又は保

存することが適切と認められる公文書については、この限りでない。 

   第３章 特定歴史公文書の保存、利用等 

 （特定歴史公文書の保存等） 

第１１条 教育委員会は、特定歴史公文書について、第２４条第１項の規定により廃棄されるに至る場合を除き、永久に保存しなければな

らない。 
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２ 教育委員会は、特定歴史公文書について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するため

に必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。 

３ 教育委員会は、特定歴史公文書に個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等

により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることと

なるものを含む。）をいう。）が記録されている場合には、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じなければならない。 

４ 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、特定歴史公文書を相互に密接な関連を有する単位にまとめたものの分類、名称

その他の特定歴史公文書の適切な保存及び利用に資するために必要な事項を記載した目録を作成し、公表しなければならない。 

 （特定歴史公文書の利用請求） 

第１２条 次に掲げるものは、教育委員会に対し、現存する特定歴史公文書（第５号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る

特定歴史公文書に限る。）について、前条第４項の目録の記載に従い利用の請求をすることができる。 

（１）市の区域内に住所を有する者 

（２）市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

（３）市の区域内に存する学校に在学する者 

（４）市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

（５）前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの 

２ 教育委員会は、前項各号に掲げるもの以外のものから特定歴史公文書の利用の申出があった場合においても、これを利用させるよう努

めるものとする。 

 （利用請求があった場合の取扱い） 

第１３条 教育委員会は、前条第１項に規定する利用の請求（以下「利用請求」という。）があった場合には、当該特定歴史公文書に次に

掲げる情報が記録されている場合を除き、これを利用させなければならない。 

（１）和泉市情報公開条例（平成１０年和泉市条例第３２号。以下この項において「情報公開条例」という。）第６条第１項第１号に掲げ
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る情報 

（２）情報公開条例第６条第１項第２号に掲げる情報 

（３）情報公開条例第６条第１項第４号ア、イ、ウ又はキに掲げる情報 

２ 教育委員会は、利用請求に係る特定歴史公文書に前項各号に掲げる情報が記録されているか否かについて判断するに当たっては、当該

特定歴史公文書が公文書として作成され、又は取得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該特定歴史公文書に第８条第５項の規

定による意見が付されている場合には、当該意見を参酌しなければならない。 

３ 教育委員会は、利用請求に係る特定歴史公文書に第１項各号に掲げる情報が記録されている場合であっても、同項各号に掲げる情報が

記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、利用請求をしたもの（以下「利用請求者」という。）に対し、当該部分

を除いた部分を利用させなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この

限りでない。 

 （本人情報の取扱い） 

第１４条 教育委員会は、前条第１項第１号の規定にかかわらず、当該規定に掲げる情報により識別される特定の個人（以下この条におい

て「本人」という。）から、当該情報が記録されている特定歴史公文書について利用請求があった場合において、教育委員会規則で定め

るところにより本人であることを示す書類の提示又は提出があったときは、本人の生命、身体、健康、生活又は財産を害するおそれがあ

る情報が記録されている場合を除き、当該特定歴史公文書につき当該規定に掲げる情報が記録されている部分についても、利用させなけ

ればならない。 

 （利用請求の方法） 

第１５条 利用請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書（以下「利用請求書」という。）を教育委員会に提出しなけ

ればならない。 

（１）氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名） 

（２）利用請求に係る特定歴史公文書に係る第１１条第４項の目録に記載された事項 
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（３）前２号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定める事項 

２ 教育委員会は、利用請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることが

できる。 

 （利用請求に対する決定及び通知） 

第１６条 教育委員会は、利用請求があったときは、利用請求を受理した日から起算して１５日以内に、利用させる旨又は利用させない旨

の決定をしなければならない。ただし、前条第２項の規定により利用請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、

当該期間に算入しない。 

２ 教育委員会は、前項の規定による決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を利用請求者に通知しなければならない。 

３ 教育委員会は、第１項の規定による決定が特定歴史公文書の全部又は一部を利用させない旨のものであるときは、前項の規定による通

知にその理由を付記しなければならない。 

４ 教育委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由により第１項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期

間を３０日を限度として延長することができる。この場合においては、速やかに新たな期限及び当該延長の理由を利用請求者に通知しな

ければならない。 

５ 教育委員会は、第１項の規定による決定を行う場合において、利用請求に係る特定歴史公文書に第三者に関する情報が記録されている

ときは、必要に応じて、当該第三者の意見を聴くことができる。 

６ 利用請求者は、教育委員会が第１項に規定する期間（第４項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間）

内に利用させる旨又は利用させない旨の決定を行わないときは、利用させない旨の決定があったものとみなすことができる。 

 （利用決定等の期限の特例） 

第１７条 利用請求に係る特定歴史公文書が著しく大量であるため、利用請求を受理した日から起算して４５日以内にその全てについて利

用させる旨又は利用させない旨の決定をすることにより事務の適正な遂行に著しい支障が生ずると認められる場合には、教育委員会は、

利用請求に係る特定歴史公文書の相当の部分につき、当該期間内に利用させる旨又は利用させない旨の決定をし、残りの部分については、
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相当の期間内にこの決定をすれば足りるものとする。この場合においては、前条第１項の期間内に、同条第４項後段の規定の例により、

利用請求者に通知しなければならない。 

 （利用の方法） 

第１８条 教育委員会は、第１６条第１項の規定により特定歴史公文書を利用させる旨の決定をしたときは、速やかに、利用請求者に対し

当該特定歴史公文書を利用させなければならない。 

２ 前項の規定による利用は、文書、図画又は写真にあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあってはこれらに準ずる方法とし

てその種別、情報化の進展状況等を勘案して教育委員会規則で定める方法により行う。 

３ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特定歴史公文書を利用させることにより当該特定歴史公文書を汚損し、若しくは破損するお

それがあるとき又は第１３条第３項の規定により特定歴史公文書を利用させるときその他相当の理由があるときは、当該特定歴史公文書

を複写したものを閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することができる。 

４ 特定歴史公文書の利用は、教育委員会が指定する日時及び場所において行うものとする。 

 （費用負担） 

第１９条 この条例の規定に基づく特定歴史公文書の利用に係る手数料は、徴収しない。 

２ 前条の規定により特定歴史公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。 

３ 前項の費用の額は、教育委員会規則で定める。 

 （審理員による審理手続に関する規定の適用除外等） 

第２０条 第１６条第１項の決定又は利用請求に係る不作為に関する審査請求については、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第

９条第１項ただし書の規定に基づき、同項の規定は、適用しない。 

 （和泉市文書管理委員会への諮問等） 

第２１条 教育委員会は、第１６条第１項の決定又は利用請求に係る不作為について、行政不服審査法の規定に基づく審査請求があった場

合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、和泉市文書管理委員会に諮問しなければならない。 
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（１）審査請求が明らかに不適法であり、却下するとき。 

（２）裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定歴史公文書の全部を利用させることとするとき（第１６条第５項の規定

により第三者の意見を聴いた場合で、当該特定歴史公文書の利用について第三者から反対の意見が提出されているときを除く。）。 

２ 前項の規定による諮問をした教育委員会は、審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。）並び

に請求者及び反対の意見を提出した第三者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 

 （利用の促進） 

第２２条 教育委員会は、特定歴史公文書（第１３条の規定により利用させることができるものに限る。）について、展示その他の方法に

より積極的に一般の利用に供するよう努めなければならない。 

 （実施機関による利用の特例） 

第２３条 第８条第２項又は第４項の規定により特定歴史公文書を移管し、又は引き続き保存した実施機関がその所掌事務又は業務を遂行

するために必要とするときは、教育委員会が別に定めるところにより、利用請求の手続によることなく特定歴史公文書を利用することが

できる。 

 （特定歴史公文書の廃棄） 

第２４条 教育委員会は、特定歴史公文書として保存されている文書（図画、写真及び電磁的記録を含む。以下この条において同じ。）が

歴史資料として重要でなくなったと認める場合には、当該文書を廃棄することができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定により文書を廃棄するときは、あらかじめ、和泉市文書管理委員会の意見を聴かなければならない。 

   第４章 和泉市文書管理委員会 

 （和泉市文書管理委員会の設置） 

第２５条 第７条第２項、第２１条及び前条第２項の規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて審議を行わせ

るため、和泉市文書管理委員会（以下「文書委員会」という。）を置く。 

２ 文書委員会は、前項に定めるもののほか、公文書の管理等に関する重要な事項について、市長又は教育委員会の諮問に応じて調査審議

97



するとともに、意見を述べることができる。 

 （組織等） 

第２６条 文書委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 （情報公開・個人情報保護審査会条例の準用） 

第２７条 和泉市情報公開・個人情報保護審査会条例（令和４年和泉市条例第２６号）第５条から第７条まで及び第９条から第１６条まで

の規定は、文書委員会について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第５条第１項 審査会 和泉市公文書の管理等に関する条例（令和６年和泉市条例第    

号。以下「公文書条例」という。）第２５条第１項に規定する和

泉市文書管理委員会（以下「文書委員会」という。） 

第５条第２項、第９条の

見出し、第１０条第１

項、第１１条、第１３条

第２項、第１５条及び第

１６条 

審査会 文書委員会 

第６条第１項 審査会 文書委員会 
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 市長 教育委員会 

第７条第１項 前条 公文書条例第２７条の規定により読み替えられた前条 

第７条第２項 前項 公文書条例第２７条の規定により読み替えられた前項 

第９条第１項 審査会 文書委員会 

諮問庁 教育委員会 

公文書又は保有個人情報 特定歴史公文書（公文書条例第２条第４号に規定する特定歴史公

文書をいう。以下同じ。） 

公文書の公開又は保有個人情報の開示 特定歴史公文書の利用 

第９条第２項 諮問庁 教育委員会 

審査会 文書委員会 

前項 公文書条例第２７条の規定により読み替えられた前項 

第９条第３項 審査会 文書委員会 

諮問庁 教育委員会 

公文書に記録されている情報又は保有

個人情報に含まれている情報 

特定歴史公文書に記録されている情報 

第９条第４項 第１項 公文書条例第２７条の規定により読み替えられた第１項 

前項 公文書条例第２７条の規定により読み替えられた前項 

審査会 文書委員会 

諮問庁 教育委員会 
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第１０条第２項 前項本文 公文書条例第２７条の規定により読み替えられた前項本文 

審査会 文書委員会 

第１０条第３項及び第４

項 

第１項本文 公文書条例第２７条の規定により読み替えられた第１項本文 

審査会 文書委員会 

第１２条 審査会 文書委員会 

第９条第１項 公文書条例第２７条の規定により読み替えられた第９条第１項 

公文書若しくは保有個人情報 特定歴史公文書 

同条第４項 公文書条例第２７条の規定により読み替えられた第９条第４項 

第１０条第１項本文 公文書条例第２７条の規定により読み替えられた第１０条第１項

本文 

第１３条第１項 審査会 文書委員会 

第９条第３項若しくは第４項又は第１

１条 

公文書条例第２７条の規定により読み替えられた第９条第３項若

しくは第４項又は第１１条 

次項 公文書条例第２７条の規定により読み替えられた次項 

第１３条第３項 審査会 文書委員会 

第１項 公文書条例第２７条の規定により読み替えられた第１項 

前項 同条の規定により読み替えられた前項 

第１３条第４項 

 

審査会 文書委員会 

第２項 公文書条例第２７条の規定により読み替えられた第２項 
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第１４条 調査審議 公文書条例第２１条第１項の審査請求に係る事件についての調査

審議 

 （委任） 

第２８条 この章に定めるもののほか、文書委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 

   第５章 雑則 

 （他の制度との調整） 

第２９条 この条例は、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行される公文書

には適用しない。 

２ この条例は、図書館その他の市長が別に定める施設において、市長が別に定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術

研究用の資料として特別の管理がされている公文書には適用しない。 

 （委任） 

第３０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）第５条第５項及び第７条第１項の規定 令和７年４月１日 

（２）第３章（第１１条第１項から第３項までを除く。）及び附則第７項の規定（和泉市情報公開条例第１７条の改正規定に係る部分に限

る。） 令和８年４月１日 

 （準備行為） 

２ この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても行うことができる。 
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 （経過措置） 

３ 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。 

（１）第４条及び第５条（第５項を除く。）の規定 施行日 

（２）第５条第５項及び第７条第１項の規定 令和７年４月１日 

４ この条例の施行の際現に実施機関が保存している公文書のうち永年保存文書については、３０年の保存期間が設定されたものとみなす。

この場合において、保存期間が既に３０年を経過しているものについては、当該実施機関が引き続き公文書として保存する必要があると

認めるものにあっては保存期間を令和７年３月３１日まで延長したものとみなし、それ以外のものにあっては施行日の前日に保存期間が

満了したものとみなす。 

５ この条例の施行の際現に歴史的な文書として教育委員会が保存している公文書のうち、市史編さん担当部署で管理しているもの（当該

部署に寄贈され、又は寄託されたものを除く。）については、特定歴史公文書とみなす。 

６ 前３項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則又は教育委員会規則で定める。 

 （和泉市情報公開条例の一部改正） 

７ 和泉市情報公開条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （実施機関の責務） 

第３条 略 

２ 略 

３ 実施機関は、情報の公開の手続その他この条例に基づく事務の

適切かつ円滑な運営に努めなければならない。 

 

 （実施機関の責務） 

第３条 略 

２ 略 

３ 実施機関は、公文書の適正な管理を図るとともに、情報の公開

の手続その他この条例に基づく事務の適切かつ円滑な運営に努め

なければならない。 
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新 旧 

 （他の制度との調整） 

第１７条 略 

２ この条例は、和泉市公文書の管理等に関する条例（令和６年和

泉市条例第   号）第２条第４号に規定する特定歴史公文書に

ついては、適用しない。 

３ この条例は、前２項に定めるもののほか、図書館その他市の施

設において、一般の利用に供することを目的として管理している

公文書については、適用しない。 

  

 （他の制度との調整） 

第１７条 略 

 

 

 

２ この条例は、前項に定めるもののほか、図書館その他市の施設

において、一般の利用に供することを目的として管理している公

文書については、適用しない。 
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議案第 ２５ 号 

 

   和泉市水道事業、公共下水道事業及び公共浄化槽事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

 

 和泉市水道事業、公共下水道事業及び公共浄化槽事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正に伴い、所要の規定を整備する必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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和泉市条例第    号 

 

   和泉市水道事業、公共下水道事業及び公共浄化槽事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

 和泉市水道事業、公共下水道事業及び公共浄化槽事業の設置等に関する条例（昭和４１年和泉市条例第２７号）の一部を次のように改正す

る。 

 次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第７条 法第３４条において準用する地方自治法(昭和２２年法律第

６７号)第２４３条の２の８第８項の規定により上下水道事業の業

務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なけ

ればならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が５００千円以上

である場合とする。 

 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第７条 法第３４条において準用する地方自治法(昭和２２年法律第

６７号)第２４３条の２の２第８項の規定により上下水道事業の業

務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なけ

ればならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が５００千円以上

である場合とする。 

 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第 ２６ 号 

 

   和泉市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について 

 

 和泉市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由 

 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律（令和５年法律第３６号）の施行により、水道整備・管理行政に関

する厚生労働大臣の権限が、水質又は衛生に関する事務については環境大臣に、それ以外の事務については国土交通大臣に移管されるため、

所要の規定の整備を行う必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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和泉市条例第   号 

 

   和泉市水道事業給水条例の一部を改正する条例（案） 

 

 和泉市水道事業給水条例（平成９年和泉市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （給水装置の新設等の申込み） 

第５条 給水装置を新設し、改造し、修繕(水道法(昭和３２年法律第

１７７号。以下「法」という。)第１６条の２第３項の国土交通省

令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去しようと

する者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければ

ならない。 

 

 （給水装置の新設等の申込み） 

第５条 給水装置を新設し、改造し、修繕(水道法(昭和３２年法律第

１７７号。以下「法」という。)第１６条の２第３項の厚生労働省

令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去しようと

する者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければ

ならない。 

 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第 ２７ 号 

 

   和泉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について 

 

 和泉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由 

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和３１年政令第３３５号）の改正に伴い、非常勤消防団員及び消防作業従事者等

の損害補償に係る補償基礎額を引き上げる必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 

108



和泉市条例第    号 

 

   和泉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例（案） 

 

 和泉市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年和泉市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （補償基礎額） 

第５条 略 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

（１）略 

（２）消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急

措置従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等

に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従

事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は

消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置

の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若

しくは障がいの状態となった場合には、９，１００円とする。た

だし、その額が、その者の通常得ている収入の日額に比して公正

を欠くと認められるときは、１４，２００円を超えない範囲内に

おいてこれを増額した額とすることができる。 

 （補償基礎額） 

第５条 略 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

（１）略 

（２）消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急

措置従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等

に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従

事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は

消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置

の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若

しくは障がいの状態となった場合には、８，９００円とする。た

だし、その額が、その者の通常得ている収入の日額に比して公正

を欠くと認められるときは、１４，２００円を超えない範囲内に

おいてこれを増額した額とすることができる。 
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新 旧 

３、４ 略 

別表 補償基礎額表（第５条関係) 

 勤務年数 

１０年未満 １０年以上

２０年未満 

２０年以上 

団長及び副団長 円 

１２，５００ 

円 

１３，３５０ 

円 

１４，２００ 

分団長及び副分

団長 

１０，８００ １１，６５０ １２，５００ 

部長、班長及び

団員 

９，１００ ９，９５０ １０，８００ 

 備考 略 

  

３、４ 略 

別表 補償基礎額表（第５条関係) 

 勤務年数 

１０年未満 １０年以上

２０年未満 

２０年以上 

団長及び副団長 円 

１２，４４０ 

円 

１３，３２０ 

円 

１４，２００ 

分団長及び副分

団長 

１０，６７０ １１，５５０ １２，４４０ 

部長、班長及び

団員 

８，９００ ９，７９０ １０，６７０ 

 備考 略 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の和泉市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事

由の生じた和泉市消防団員等公務災害補償条例第４条に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由
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の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに

規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金

等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 
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議案第 ３２ 号 

 

   和泉市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

 

 和泉市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

理 由 

 和泉市立総合医療センター経営強化プラン策定に伴い、和泉市立総合医療センター経営評価委員会の担任する事務を改正するほか、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）の改正に伴い規定の整備を行う必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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和泉市条例第   号 

 

   和泉市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

 和泉市病院事業の設置等に関する条例（昭和４７年和泉市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （附属機関） 

第３条の２ 病院事業に係る附属機関を次のとおり設置する。 

名称 担任する事務 

和泉市立総合医療セン

ター経営評価委員会 

指定管理者による管理状況に関する

評価及び和泉市立総合医療センター

経営強化プランに基づく進行管理に

関すること。 

２ 略 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第５条 法第３４条において準用する地方自治法(昭和２２年法律

第６７号)第２４３条の２の８第８項の規定により病院事業の業

務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なけ

ればならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が１００，００

０円以上である場合とする。 

 （附属機関） 

第３条の２ 病院事業に係る附属機関を次のとおり設置する。 

名称 担任する事務 

和泉市立総合医療セン

ター経営評価委員会 

指定管理者による管理状況に関する

評価及び和泉市立病院新改革プラン

に基づく進行管理に関すること。 

２ 略 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第５条 法第３４条において準用する地方自治法(昭和２２年法律

第６７号)第２４３条の２の２第８項の規定により病院事業の業

務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なけ

ればならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が１００，００

０円以上である場合とする。 
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   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第 ３３ 号 

 

   和泉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 

 

 和泉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の

一部改正に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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和泉市条例第    号 

 

   和泉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（案） 

 

 （和泉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 和泉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年和泉市条例第３４号）の一部を

次のように改正する。 

  次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （掲示等） 

第２３条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やす

い場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他

の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重

要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆

送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求

めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当

するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。 

  

 （掲示） 

第２３条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やす

い場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他

の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重

要事項を掲示しなければならない。 

 

第２条 和泉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 
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新 旧 

 （電磁的記録等） 

第５３条 略 

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又

は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている

場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第４項で定めると

ころにより、教育・保育給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等

に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）を

電子情報処理組織（特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機

と、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同

じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

って次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）

により提供することができる。この場合において、当該特定教育・

保育施設等は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。 

（１）略 

（２）電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもっ

て調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

 

３～６ 略 

  

 （電磁的記録等） 

第５３条 略 

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又

は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている

場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第４項で定めると

ころにより、教育・保育給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等

に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）を

電子情報処理組織（特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機

と、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同

じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

って次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）

により提供することができる。この場合において、当該特定教育・

保育施設等は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。 

（１）略 

（２）磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法

により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもっ

て調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３～６ 略 
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   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日から施行する。 
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議案第 ３４ 号 

 

   和泉市いずみの国歴史館条例の一部を改正する条例制定について 

 

 和泉市いずみの国歴史館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由 

市史編さん事業で収集した古文書や歴史公文書を広く市民に公開し、市民としての誇りと郷土愛を育むため、和泉市いずみの国歴史館

の機能に歴史資料や文化財の利用及び特定歴史公文書の保存、利用等に関する事業を追加するほか、所要の規定の整備を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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和泉市条例第   号 

 

   和泉市いずみの国歴史館条例の一部を改正する条例（案） 

 

 和泉市いずみの国歴史館条例（平成１０年和泉市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （事業） 

第３条 歴史館は、次の事業を行う。 

（１）郷土の歴史資料及び文化財（文化財保護法（昭和２５年法律第

２１４号）第２条第１項第１号から第４号までに掲げる有形文化

財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいい、これらの資料を

含む。）（以下「資料等」という。）を収集し、保管し、展示し、

及び一般の利用に供すること。 

（２）和泉市公文書の管理等に関する条例（令和６年和泉市条例第 

   号。以下「公文書管理条例」という。）第１１条及び第１

２条の規定により、特定歴史公文書（公文書管理条例第２条第４

号に規定する特定歴史公文書をいう。以下同じ。）を永久に保存

し、及び一般の利用に供すること。 

（３）郷土の歴史並びに資料等及び歴史公文書（公文書管理条例第２

条第３号に規定する歴史公文書をいう。）を調査し、及び研究す

 （事業） 

第３条 歴史館は、次の事業を行う。 

（１）郷土の歴史資料及び文化財（文化財保護法（昭和２５年法律第

２１４号）第２条第１項第１号から第４号までに掲げる有形文化

財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいい、これらの資料を

含む。以下同じ。）の収集保管及び陳列展示 

 

 

 

 

 

 

（２）郷土の歴史及び文化財の調査研究 
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新 旧 

ること。 

（４）前３号に掲げるもののほか、教育委員会（以下「委員会」とい

う。）が第１条に規定する目的を達成するために必要と認める事

業 

 （資料等の利用） 

第５条 研究その他の教育目的のために、歴史館が管理する資料等を

利用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。 

 

（入館の許可） 

第６条 略 

２ 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を許可

せず、又は退館を命ずることができる。 

（１）歴史館の施設、附属設備、資料等及び特定歴史公文書を汚損し、

破損し、又は滅失するおそれがある者 

（２）～（６）略 

（損害賠償） 

第８条 入館者は、歴史館の施設、附属設備、資料等及び特定歴史公

文書を汚損し、破損し、又は滅失したときは、委員会の指示すると

ころに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければな

らない。 

 

（３）前２号に掲げるもののほか、教育委員会（以下「委員会」とい

う。）が第１条に規定する目的を達成するために必要と認める事

業 

 （資料等の利用） 

第５条 研究その他の教育目的のために、歴史館が管理する郷土の歴

史資料及び文化財（以下「資料等」という。）を利用しようとする

者は、委員会の許可を受けなければならない。 

（入館の許可） 

第６条 略 

２ 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を許可

せず、又は退館を命ずることができる。 

（１）歴史館の施設、附属設備及び資料等を汚損し、破損し、又は滅

失するおそれがある者 

（２）～（６）略 

（損害賠償） 

第８条 入館者は、歴史館の施設、附属設備及び資料等を汚損し、破

損し、又は滅失したときは、委員会の指示するところに従い、これ

を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。 
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   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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